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は
じ
め
に

本
稿
は
、
後
漢
・
班
固
（
三
二
～
九
二
）
に
お
け
る
処
世
と
著
作
へ
の
見
方
を
検
討
す
る
。

か
つ
て
岡
村
繁
氏
は
「
班
固
と
張
衡
―
そ
の
創
作
態
度
の
異
質
性（

１
）

―
」
と
い
う
論
文
で
、
後

漢
初
期
と
中
期
に
相
前
後
し
て
登
場
し
た
文
豪
の
班
固
と
張
衡
と
を
対
比
し
て
、
両
者
の
間

に
は
、
「
両
都
賦
」
と
「
二
京
賦
」
、
「
幽
通
賦
」
と
「
思
玄
賦
」
、
「
答
賓
戯
」
「
応

譏
」
と
「
応
間
」
、
『
漢
書
』
と
『
漢
記
』
と
い
う
題
材
が
類
似
し
た
著
作
が
あ
っ
た
一
方

で
、
両
者
の
創
作
態
度
に
は
漢
室
中
心
の
絶
対
主
義
へ
の
迎
合
の
態
度
と
腐
敗
堕
落
し
た
後

漢
王
朝
の
現
実
へ
の
批
判
的
態
度
と
い
う
相
違
が
あ
っ
た
と
し
た
。
し
か
し
岡
村
氏
は
、
班

固
の
こ
う
し
た
創
作
態
度
の
根
底
に
は
彼
の
「
離
騒
序
」
に
強
調
す
る
「
明
哲
保
身
」
の
処

世
観
」
が
あ
っ
た
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
班
固
に
お

け
る
処
世
と
著
作
へ
の
見
方
の
再
検
討
を
試
み
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に

際
し
て
は
、
「
離
騒
序
」
及
び
『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
・
賛
に
お
い
て
屈
原
と
司
馬
遷
の
処
世

に
対
し
て
『
詩
』
大
雅
・
烝
民
の
「
既
に
明
且
つ
哲
に
し
て
、
以
て
其
の
身
を
保
つ
」
（
既

明
且
哲
、
以
保
其
身
）
と
い
う
二
句
を
用
い
て
論
評
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
「
離
騒
」
・

『
史
記
』
と
い
う
著
作
に
対
し
て
も
論
評
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
の
手
が
か
り
と
な

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
私
見
に
よ
る
と
、
班
固
の
「
幽
通
賦
」
は
、
運
命
と
は
何
か
を
提
示

し
、
こ
れ
を
拠
り
所
と
し
て
在
る
べ
き
処
世
の
在
り
方
と
自
己
の
著
作
の
意
義
を
述
べ
た
著

作
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
「
離
騒
序
」
及
び
『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
・
賛
に
お
け
る
屈
原
・

司
馬
遷
に
対
す
る
『
詩
経
』
大
雅
・
烝
民
の
二
句
を
用
い
た
処
世
へ
の
論
評
と
「
離
騒
」

『
史
記
』
と
い
う
著
作
へ
の
論
評
の
両
者
の
内
容
を
確
認
し
、
班
固
に
お
け
る
処
世
と
著
作

と
の
関
係
を
捉
え
る
。
つ
い
で
班
固
の
「
幽
通
賦
」
が
述
べ
る
、
運
命
観
と
処
世
観
と
の
結

び
つ
き
、
班
氏
一
族
の
処
世
の
在
り
方
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
班
固
が
選
び
取
っ
た
生
き
方

を
捉
え
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
に
よ
り
、
班
固
の
創
作
態
度
の
根
柢
に
あ
っ
た
意
識
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

一
、
班
固
に
よ
る
屈
原
・
司
馬
遷
の
処
世
及
び
「
離
騒
」
・
『
史
記
』
へ
の
論
評

本
節
で
は
、
「
離
騒
序
」
及
び
『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
の
賛
に
お
け
る
、
『
詩
』
大
雅
・
烝

民
の
「
既
明
且
哲
、
能
保
其
身
」
と
い
う
二
句
を
用
い
た
屈
原
・
司
馬
遷
の
処
世
へ
の
論
評

と
「
離
騒
」
・
『
史
記
』
と
い
う
著
作
へ
の
論
評
の
内
容
を
併
せ
て
把
握
し
た
の
ち
、
班
固

に
お
け
る
処
世
と
著
作
と
の
関
係
を
捉
え
る
。

（
１
）
「
離
騒
序
」

班
固
の
「
離
騒
序（

２
）

」
は
、
『
楚
辞
章
句
』
天
問
篇
の
王
逸
の
後
叙
の
あ
と
に
附
載
さ
れ
て

い
る
。
以
下
、
「
離
騒
序
」
の
記
述
の
流
れ
に
沿
っ
て
そ
の
内
容
を
捉
え
て
い
く
。
班
固

は
、
ま
ず
「
昔む

か
し在

孝
武
は
、
博
く
古
文
を
観
る
」
（
昔
在
孝
武
、
博
覧
古
文
）
と
し
て
淮

南
王
劉
安
「
離
騒
伝
」
の
「
国
風
は
色
を
好
め
ど
も
淫
な
ら
ず
、
小
雅
は
怨
悱
す
れ
ど
も
乱

れ
ず
。
離
騒
の
若ご

と

き
者
は
之
を
兼
ぬ
と
謂
ふ
べ
し
。
濁
穢
の
中
を
蟬
蛻
し
、
塵
埃
の
外
に
浮
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游
し
、
皭
然
と
し
て
泥な

づ

め
ど
も
滓く

ろ

ま
ら
ず
。
此
の
志
を
推
せ
ば
、
日
月
と
光
を
争
ふ
と
雖
も

可
な
り
」
（
国
風
好
色
而
不
淫
、
小
雅
怨
悱
而
不
乱
。
若
離
騒
者
、
可
謂
兼
之
矣
。
蟬
蛻
濁

穢
之
中
、
浮
游
塵
埃
之
外
、
皭
然
泥
而
不
滓
。
推
此
志
、
雖
与
日
月
争
光
可
也
）
云
々
と
の

「
離
騒
」
評
価
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
「
斯こ

の
論
、
其
の
真
を
過あ

や
ま

つ
に
似
た
り
」
（
斯
論
似

過
其
真
）
と
し
て
否
定
し
た
う
え
で
、
「
故
に
経
書
・
伝
記
の
本
文
を
博
く
採
り
て
、
以
て

之
が
解
を
為つ

く

ら
ん
」
（
故
博
採
経
書
伝
記
本
文
、
以
為
之
解
）
と
述
べ
て
、
自
己
の
認
め
る

在
る
べ
き
処
世
の
在
り
方
を
、
儒
家
の
経
書
と
伝
記（

３
）

（
六
藝
の
解
釈
）
を
も
と
に
提
示
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
（
ア
）
君
子
の
道
の
窮
ま
る
は
命
な
り
。
故
に
（
イ
）
潜
龍 

是
と
せ
ら
れ

ざ
る
も
悶
ふ
る
こ
と
無
く
、
（
ウ
）
関
雎
は
周
道
を
哀
し
め
ど
も
傷
ま
ず
。
（
エ
）
蘧
瑗
は

懐
く
べ
き
の
智
を
持
し
、
（
オ
）
甯
武
は
愚
の
如
き
の
性
を
保
ち
て
、
咸み

な

以
て
命
を
全
く
し

害
を
避
け
、
世
の
患

わ
ず
ら
ひを

受
け
ず
」
（
君
子
道
窮
、
命
矣
。
故
潜
龍
不
見
是
而
無
悶
、
関
雎
哀

周
道
而
不
傷
、
蘧
瑗
持
可
懐
之
智
、
甯
武
保
如
愚
之
性
、
咸
以
全
命
避
害
、
不
受
世
患
）
と

述
べ
る
。
（
ア
）
～
（
オ
）
の
箇
所
の
典
故
は
、
そ
れ
ぞ
れ
（
ア
）
『
春
秋
繁
露
』
随
本
消

息
篇
、
（
イ
）
『
易
』
乾
卦
・
文
言
伝
、
（
ウ
）
『
論
語
』
八
佾
篇
、
（
エ
）
『
論
語
』
衛

霊
公
篇
、
（
オ
）
『
論
語
』
公
冶
長
篇
で
あ
る（

４
）

。
こ
こ
で
班
固
は
、
経
書
の
「
伝
」
つ
ま
り

『
春
秋
繁
露
』
や
易
伝
と
い
っ
た
経
書
の
解
釈
や
『
論
語
』
の
孔
子
の
言
葉
を
根
拠
と
し
て
、

君
子
が
困
窮
す
る
の
は
運
命
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
困
窮
し
た
際
に
は
、
『
易
』
の
「
潜
龍
」

の
よ
う
に
煩
悶
せ
ず
、
『
詩
』
の
関
雎
よ
う
に
国
の
衰
え
に
対
す
る
哀
し
み
に
よ
っ
て
心
を

傷
め
ず
、
蘧
瑗
や
甯
武
子
の
よ
う
に
、
道
無
き
世
に
お
い
て
は
愚
人
の
ふ
り
を
す
る
な
ど
し

て
害
を
避
け
て
身
を
保
つ
こ
と
を
在
る
べ
き
処
世
法
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う

え
で
「
故
に
大
雅
に
曰
く
、
既
に
明
且
つ
哲
に
し
て
、
以
て
其
の
身
を
保
つ
と
。
斯
れ
、
貴

し
と
為
す
」
（
故
大
雅
曰
、
既
明
且
哲
、
以
保
其
身
。
斯
為
貴
矣
）
と
述
べ
る
の
で
、
こ
の

処
世
法
は
『
詩
』
大
雅
・
烝
民
と
い
う
経
書
の
二
句
に
対
す
る
「
伝
記
」
に
も
と
づ
く
班
固

の
解
釈
と
見
な
せ
る
。
そ
こ
で
班
固
は
「
離
騒
序
」
に
お
け
る
『
詩
』
大
雅
・
烝
民
の
二
句

の
「
明
哲
保
身
」
を
、
時
勢
を
見
極
め
た
出
処
進
退
に
よ
る
自
己
保
全
と
捉
え
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

つ
い
で
班
固
は
「
今 

屈
原
の
若
き
は
、
才
を
露あ

ら
は

し
て
己
を
揚
げ
、
危
国
群
小
の
間
に
競

い
て
、
以
て
讒
賊
に
離あ

ふ
。
然
し
て
懐
王
を
責
数
し
、
椒
・
蘭
を
怨
悪
し
て
、
神
を
愁
へ
し

め
て
思
を
苦
し
め
、
強
ひ
て
其
の
人
を
非そ

し

り
、
容い

れ
ら
れ
ざ
る
を
忿ふ

ん

懟た
い

し
て
、
江
に
沈
み
て

死
す
」
（
今
若
屈
原
、
露
才
揚
己
、
競
乎
危
国
群
小
之
間
、
以
離
讒
賊
。
然
責
数
懐
王
、
怨

悪
椒
蘭
、
愁
神
苦
思
、
強
非
其
人
、
忿
懟
不
容
、
沈
江
而
死
）
云
々
と
述
べ
る
。
班
固
は
、

屈
原
が
自
己
の
才
能
を
周
囲
に
誇
示
し
て
讒
言
を
受
け
、
そ
の
結
果
、
精
神
を
苦
し
め
て
自

死
し
た
点
を
『
詩
』
大
雅
・
烝
民
の
い
う
「
明
哲
保
身
」
に
合
致
し
な
い
と
否
定
的
に
見
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
経
伝
」
に
も
と
づ
く
屈
原
の
処
世
へ
の
批
判
的
な
見
方
を
基
礎
に
し
て
、

「
離
騒
」
が
「
清
絜（

５
）

・
狂
狷
・
景
行
の
士
」
を
貶
め
た
り
、
「
崑
崙
・
帝
閽（

６
）

・
宓
妃
」
な
ど

の
荒
唐
無
稽
な
語
を
用
い
た
り
す
る
点
を
「
皆
法
度
の
政
、
経
義
の
載
す
る
所
に
非
ず
（
皆

非
法
度
之
政
、
経
義
所
載
）
」
と
述
べ
、
「
之
を
詩
の
風
雅
を
兼
ね
て
、
日
月
と
光
を
争
ふ

と
謂
う
は
、
過
て
り
（
謂
之
兼
詩
風
雅
而
与
日
月
争
光
、
過
矣
）
と
し
て
、
淮
南
王
劉
安

「
離
騒
伝
」
の
『
詩
』
の
風
雅
に
合
致
す
る
と
い
う
「
離
騒
」
評
価
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
「
然
れ
ど
も
其
の
文
は
弘
博
麗
雅
に
し
て
、
辞
賦
の
宗
と
為
る
。
後

世 

其
の
英
華
を
斟
酌
し
て
、
其
の
従
容
に
則の

つ
と

り
象か

た
ど

ら
ざ
る
は
莫
し
。
宋
玉
・
唐
勒
・
景
差

の
徒
自よ

り
、
漢
興
り
て
、
枚
乗
・
司
馬
相
如
・
劉
向
・
楊
雄
に
至
る
ま
で
、
文
辞
を
騁
極
し
、

好
み
て
之
を
悲
し
む
。
自
ら
及
ぶ
能
は
ず
と
謂お

も

へ
ば
な
り
。
明
智
の
器
に
非
ず
と
雖
も
、
妙

才
と
謂
ふ
べ
き
者
な
り
（
然
其
文
弘
博
麗
雅
、
為
辞
賦
宗
。
後
世
莫
不
斟
酌
其
英
華
而
則
象

其
従
容
。
自
宋
玉
・
唐
勒
・
景
差
之
徒
、
漢
興
、
枚
乗
・
司
馬
相
如
・
劉
向
・
楊
雄
、
騁
極

文
辞
、
好
而
悲
之
。
自
謂
不
能
及
也
。
雖
非
明
智
之
器
、
可
謂
妙
才
者
也
）
と
述
べ
る
。
班

固
は
、
劉
安
の
「
離
騒
」
評
価
は
否
定
す
る
が
、
「
離
騒
」
が
戦
国
の
宋
玉
・
唐
勒
・
景
差
、

前
漢
の
枚
乗
・
司
馬
相
如
・
劉
向
・
楊
雄
に
と
っ
て
の
辞
賦
の
宗
匠
と
な
っ
た
点
を
良
し
と

し
て
、
屈
原
を
明
智
の
器
で
は
な
い
が
妙
才
を
も
つ
者
と
評
価
す
る
。
こ
の
屈
原
及
び
「
離

騒
」
に
対
す
る
班
固
の
論
評
の
態
度
は
、
矢
田
尚
子
氏
が
「
屈
原
の
生
き
方
や
制
作
態
度
に

対
し
て
は
完
全
に
否
定
的
で
あ
る
が
、
「
離
騒
」
の
修
辞
が
後
世
の
文
学
に
多
大
な
影
響
を

与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る（

７
）

」
と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。

（
２
）
『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
・
賛

次
に
、
『
漢
書（

８
）

』
司
馬
遷
伝
の
賛
の
内
容
を
見
て
い
く
。
班
固
は
こ
の
賛
で
、
司
馬
遷
の

『
史
記
』
と
い
う
著
作
と
司
馬
遷
の
処
世
の
在
り
方
の
両
者
に
つ
い
て
論
評
を
行
っ
て
い
る
。

班
固
は
ま
ず
「
古

い
に
し
へ

 

書
契
の
作お

こ

り
て
自
り
し
て
史
官
有
り
。
其
の
載
籍
は
博
し
。
孔
氏 

之
を

籑え
ら

ぶ
に
至
り
て
、
上
は
唐
堯
に
断
じ
、
下
は
秦
繆
に
訖を

は

る
。
唐
虞
以
前
は
、
遺
文
有
り
と
雖

も
、
其
の
語
は
経
な
ら
ず
。
故
に
黄
帝
・
顓
頊
の
事
を
言
ふ
は
未
だ
明
ら
か
に
す
べ
か
ら
ざ

る
な
り
（
自
古
書
契
之
作
而
有
史
官
、
其
載
籍
博
矣
。
至
孔
氏
籑
之
、
上
断
唐
堯
、
下
訖

秦
繆
。
唐
虞
以
前
、
雖
有
遺
文
、
其
語
不
経
、
故
言
黄
帝
・
顓
頊
之
事
未
可
明
也
）
と
い

う
。
古
代
以
来
の
史
官
が
記
録
し
た
書
物
の
中
か
ら
、
孔
子
は
堯
か
ら
秦
穆
公
ま
で
を
範
囲

と
し
て
『
書
』
を
編
纂
し
た
。
黄
帝
・
顓
頊
な
ど
堯
舜
以
前
の
帝
王
の
歴
史
に
関
す
る
遺
文

は
「
経
」
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
真
偽
は
明
確
で
は
な
い
と
す
る
。
つ

い
で
「
孔
子 
魯
の
史
記
に
因
り
て
春
秋
を
作
る
に
及
び
、
而し

か

し
て
左
丘
明 

其
の
本
事
を
論

輯
し
て
以
て
之
が
伝
を
為
り
、
又
異
同
を
籑
び
て
国
語
を
為つ

く

る
。
又
世
本
有
り
て
、
黄
帝
以

来
春
秋
時
に
至
る
ま
で
の
帝
王
・
公
侯
・
卿
大
夫
の
祖
世
の
出
づ
る
所
を
録
す
。
春
秋
の
後
、
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七
国
並
び
に
争
ふ
、
秦
諸
侯
を
兼
ね
て
、
戦
国
策
有
り
。
漢
興
り
秦
を
伐
ち
て
天
下
を
定

め
て
、
楚
漢
春
秋
有
り
。
司
馬
遷
左
氏
・
国
語
に
拠
り
、
世
本
・
戦
国
策
を
采
り
、
楚
漢

春
秋
を
述
べ
、
其
の
後
事
を
接
ぎ
、
天
漢
に
訖
る
。
其
の
秦
漢
を
言
ふ
は
詳
し
（
及
孔
子
因

魯
史
記
而
作
春
秋
、
而
左
丘
明
論
輯
其
本
事
以
為
之
伝
、
又
籑
異
同
為
国
語
。
又
有
世
本
、

録
黄
帝
以
来
至
春
秋
時
帝
王
公
侯
卿
大
夫
祖
世
所
出
。
春
秋
之
後
、
七
国
並
争
、
秦
兼
諸

侯
、
有
戦
国
策
。
漢
興
伐
秦
定
天
下
、
有
楚
漢
春
秋
。
司
馬
遷
拠
左
氏
・
国
語
、
采
世
本
・

戦
国
策
、
述
楚
漢
春
秋
、
接
其
後
事
、
訖
于
天
漢
。
其
言
秦
漢
、
詳
矣
）
と
述
べ
る
。
す
な

わ
ち
、
司
馬
遷
は
、
左
丘
明
が
『
春
秋
』
の
記
事
の
淵お

こ
り源

の
事
実
を
集
め
て
作
っ
た
『
左
氏

伝
』
、
『
左
氏
伝
』
と
異
同
の
あ
る
資
料
を
選
び
定
め
た
『
国
語
』
、
黄
帝
以
来
『
春
秋
』

に
記
録
さ
れ
た
時
代
に
至
る
ま
で
の
帝
王
・
公
侯
・
卿
大
夫
の
祖
先
の
来
歴
を
記
す
『
世

本
』
、
『
春
秋
』
以
後
の
七
国
が
霸
を
争
い
、
秦
が
諸
侯
を
兼
併
す
る
に
至
る
経
緯
を
記
す

『
戦
国
策
』
、
漢
が
秦
を
討
伐
し
て
天
下
を
平
定
す
る
経
緯
を
記
す
『
楚
漢
春
秋
』
に
依
拠

し
、
ま
た
漢
の
興
起
以
後
の
史
実
を
加
え
て
、
黄
帝
か
ら
武
帝
の
天
漢
年
間
ま
で
の
歴
史
を

記
し
た
『
史
記
』
は
、
特
に
秦
漢
時
代
の
史
実
に
詳
細
で
あ
る
と
班
固
は
い
う
。
班
固
は
さ

ら
に
「
経
を
采と

り
伝
を
摭ひ

ろ

ひ
、
数
家
の
事
を
分
散
す
る
は
、
甚
だ
疏
略
多
く
、
或
い
は
抵
梧

す
る
こ
と
有
り
。
亦ま

た
其
の
渉
猟
す
る
者
は
広
博
に
し
て
、
経
伝
を
貫
穿
し
、
古
今
上
下
数

千
載
の
間
に
馳
騁
す
る
は
、
斯
れ
以
て
勤
む
（
至
於
采
経
摭
伝
、
分
散
数
家
之
事
、
甚
多
疏

略
、
或
有
抵
梧
。
亦
其
渉
猟
者
広
博
、
貫
穿
経
伝
、
馳
騁
古
今
、
上
下
数
千
載
間
。
斯
以
勤

矣
）
」
と
述
べ
る
。
「
経
伝
」
の
文
を
採
録
し
つ
つ
同
時
に
諸
家
の
著
書
を
各
所
で
用
い
る

手
法
は
疏
略
で
差
し
障
り
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
黄
帝
か
ら
漢
武
帝
ま
で
の
数
千

年
の
歴
史
叙
述
の
中
に
『
書
』
『
春
秋
』
『
左
氏
伝
』
『
国
語
』
な
ど
の
「
経
伝
」
の
記
述

を
貫
通
さ
せ
た
点
を
評
価
す
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
「
又ま

た
其
の
是
非
は
頗
る
聖
人
に
繆も

と

る
。
大
道
を
論
じ
て
は
則
ち
黄

老
を
先
に
し
て
六
経
を
後
に
し
、
游
侠
を
序の

べ
て
は
則
ち
処
士
を
退
け
て
姦
雄
を
進
め
、
貨

殖
を
述
べ
て
は
則
ち
勢
利
を
崇
び
て
賤
貧
を
羞は

ぢ

と
す
、
此
れ
其
の
蔽
う
所
な
り
（
又
其
是
非

頗
繆
於
聖
人
、
論
大
道
則
先
黄
老
而
後
六
経
、
序
遊
侠
則
退
処
士
而
進
姦
雄
、
述
貨
殖
則
崇

勢
利
而
羞
賤
貧
、
此
其
所
蔽
也
）
」
と
し
て
、
大
道
を
論
じ
る
に
当
た
り
、
黄
老
思
想
を
六

経
（
六
藝
）
の
学
術
よ
り
も
重
ん
じ
る
態
度
を
欠
点
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
、
同
時
に
「
然
れ

ど
も
劉
向
・
揚
雄
の
博
く
群
書
を
極
む
る
自
り
、
皆
遷
は
良
史
の
材
有
り
、
其
の
善
に
服し

た
が

ひ

て
事
理
を
序
べ
、
辨
に
し
て
華
な
ら
ず
、
質
に
し
て
俚
な
ら
ず
、
其
の
文
は
直
、
其
の
事
は

核
に
し
て
、
虚
し
く
美
な
ら
ず
、
悪
を
隠
さ
ず
と
称た

た

へ
、
故
に
之
を
実
録
と
謂
ふ
（
然
自
劉

向
・
揚
雄
博
極
群
書
、
皆
称
遷
有
良
史
之
材
、
服
其
善
序
事
理
、
辨
而
不
華
、
質
而
不
俚
、

其
文
直
、
其
事
核
、
不
虚
美
、
不
隠
悪
、
故
謂
之
実
録
）
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
ま
で
の
賛
の

記
述
は
、
班
彪
『
後
伝
』
の
「
略
論
」
（
『
後
漢
書
』
班
彪
列
伝
所
収
）
の
『
史
記
』
評
価

を
ほ
ぼ
受
け
継
い
で
い
る（

９
）

。
し
か
し
、
以
下
の
司
馬
遷
の
処
世
を
論
じ
る
箇
所
は
班
固
の
独

創
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
烏
呼
、
遷
の
博
物
洽
聞
な
る
を
以
て
自
ら
全
く
す
る
能
わ
ず
、
既

に
極
刑
に
陥
り
、
幽く

ら

く
し
て
発
憤
す
る
は
、
書
亦
信ま

こ
と

な
り
。
其
の
自
ら
傷
悼
す
る
所
以
を
迹あ

と

づ
く
る
に
、
小
雅
巷
伯
の
倫
な
り
。
夫
れ
唯
大
雅
の
既
に
明
且
つ
哲
に
し
て
、
能
く
其
の
身

を
保
つ
は
、
難
き
か
な
（
烏
呼
、
以
遷
之
博
物
洽
聞
、
而
不
能
以
知
自
全
、
既
陥
極
刑
、
幽

而
発
憤
、
書
亦
信
矣
。
迹
其
所
以
自
傷
悼
、
小
雅
巷
伯
之
倫
。
夫
唯
大
雅
、
既
明
且
哲
、
能

保
其
身
、
難
矣
哉
）
」
と
し
て
、
極
刑
に
陥
り
、
『
詩
』
小
雅
・
巷
伯
の
よ
う
に
自
ら
を
嘆

い
た
と
し
て
、
司
馬
遷
は
幅
広
い
知
識
を
も
ち
な
が
ら
「
明
哲
保
身
」
を
実
践
で
き
な
か
っ

た
と
し
て
、
そ
の
処
世
を
否
定
的
に
評
価
す
る
。
こ
こ
で
も
班
固
は
、
『
詩
』
大
雅
・
烝
民

の
「
明
哲
保
身
」
を
時
勢
を
見
極
め
た
出
処
進
退
に
よ
る
自
己
保
全
と
捉
え
て
い
る
。

班
固
は
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』
と
い
う
著
作
に
関
し
て
は
、
屈
原
の
「
離
騒
」
に
対
し
て

行
っ
た
と
同
様
に
、
六
藝
の
「
経
伝
」
に
合
致
す
る
か
否
か
を
評
価
の
基
準
と
し
て
用
い
、

『
史
記
』
に
「
経
伝
」
の
条
理
が
貫
く
点
を
長
所
と
見
つ
つ
、
黄
老
を
六
藝
よ
り
重
ん
じ
る

こ
と
を
短
所
と
見
、
か
つ
劉
向
・
揚
雄
等
に
よ
る
そ
れ
ら
著
作
に
対
す
る
「
良
史
の
材
有

り
」
と
の
肯
定
的
評
価
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
班
彪
『
後
伝
』
「
略
論
」
の
『
史
記
』
評

価
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
、
全
体
と
し
て
は
『
史
記
』
と
い
う
著
作
を
肯
定
的
に
評
価
し
た

も
の
と
判
断
で
き
る
。
し
か
し
一
方
で
、
司
馬
遷
の
処
世
に
関
し
て
は
、
「
明
哲
保
身
」
を

実
践
で
き
な
か
っ
た
と
否
定
的
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
班
固
に
お
け
る
処
世
と
著
作

こ
れ
ま
で
「
離
騒
序
」
と
『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
に
お
け
る
『
詩
』
大
雅
・
烝
民
の
二
句
の

用
例
か
ら
、
班
固
が
「
明
哲
保
身
」
を
時
勢
を
見
極
め
た
出
処
進
退
に
よ
る
自
己
保
全
と
の

意
味
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
班
固
は
屈
原
及
び
司
馬
遷
に
つ
い
て
、
「
明
哲

保
身
」
を
実
践
で
き
な
か
っ
た
点
を
否
定
的
に
述
べ
な
が
ら
、
他
方
で
彼
ら
の
著
作
に
対
す

る
後
世
の
称
賛
を
取
り
上
げ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
班
固
に
お
い
て
処
世
と
著
作
と
は
い
か

な
る
関
係
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
は
ま
ず
、
八
木
章
好
氏

の
「
「
明
哲
保
身
」
考
―
中
国
の
文
人
精
神
の
表
象
と
し
て）

（1
（

」
と
い
う
論
文
を
参
考
に
し
た

い
。
八
木
氏
は
「
明
哲
保
身
」
は
『
詩
』
大
雅
・
烝
民
の
「
粛
粛
王
命
、
仲
山
甫
将
之
。
邦

国
若
否
、
仲
山
甫
明
之
。
既
明
且
哲
、
以
保
其
身
。
夙
夜
匪
解
、
以
事
一
人
」
と
い
う
詩
句

に
由
来
す
る
と
し
て
、
こ
の
詩
は
、
樊
侯
の
仲
山
甫
が
周
の
宣
王
を
輔
佐
し
、
王
命
を
正
し

く
執
り
行
い
、
諸
侯
の
国
々
に
よ
く
対
処
し
た
こ
と
を
尹
吉
甫
が
讃
え
た
も
の
で
、
篇
中
の

二
句
「
既
明
且
哲
、
以
保
其
身
」
は
仲
山
甫
が
「
明
」
（
物
事
の
判
断
に
明
る
い
こ
と
）
で

あ
る
上
に
、
か
つ
「
哲
」
（
知
恵
が
優
れ
て
い
る
こ
と
）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
ら
の
身

班固における処世と著作
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を
無
事
安
泰
に
保
っ
た
こ
と
を
褒
め
称
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
四
文
字
に
縮
め
た
も
の

が
「
明
哲
保
身
」
で
あ
る
と
い
う
。
八
木
氏
は
ま
た
「
既
明
且
哲
、
以
保
其
身
」
は
、
君
子

の
心
得
と
し
て
『
礼
記
』
中
庸
篇
の
文
中
に
引
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
後
世
、
儒
家
の
説

く
処
世
の
法
と
し
て
博
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
中
庸
篇
を
見
る
と
、

「
国
に
道
有
れ
ば
、
其
の
言
以
て
興
す
に
足
る
。
国
に
道
無
け
れ
ば
、
其
の
黙
以
て
容つ

つ

む
に

足
る
。
詩
に
、
既
に
明
に
し
て
且
つ
哲
な
り
。
以
て
其
の
身
を
保
つ
と
曰
ふ
は
、
其
れ
此
れ

を
之
れ
謂
ふ
か
（
国
有
道
、
其
言
足
以
興
、
国
無
道
、
其
黙
足
以
容
。
詩
曰
、
既
明
且
哲
、

以
保
其
身
、
其
此
之
謂
与
）
」
と
あ
り
、
国
に
道
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
言
説
に
よ
っ
て
統

治
を
輔
助
し
、
国
に
道
が
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
沈
黙
を
守
っ
て
自
己
の
身
を
保
全
す
る

と
い
う
。
中
庸
篇
は
時
勢
を
見
極
め
て
言
説
と
沈
黙
と
を
柔
軟
に
使
い
分
け
る
処
世
を
是
と

す
る）

（（
（

の
で
あ
る
。
中
庸
篇
の
「
国
有
道
、
其
言
足
以
興
。
国
無
道
、
其
黙
足
以
容
」
と
い
う

処
世
法
と
、
こ
れ
と
類
似
す
る
『
孟
子
』
尽
心
上
篇
の
「
窮
す
れ
ば
則
ち
独
り
其
の
身
を
善

く
し
、
達
す
れ
ば
則
ち
兼
ね
て
天
下
を
善
く
す
（
窮
則
独
善
其
身
、
達
則
兼
善
天
下
）
」
と

い
う
処
世
法
と
を
対
照
す
る
と
、
中
庸
篇
に
い
う
国
に
道
が
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う

場
合
分
け
は
、
『
孟
子
』
に
い
う
個
人
が
栄
達
す
る
か
困
窮
す
る
か
と
い
う
場
合
分
け
に
対

応
し
、
中
庸
篇
に
い
う
言
・
黙
と
い
う
進
退
の
切
り
替
え
は
、
『
孟
子
』
に
い
う
救
世
・
独

善
と
い
う
進
退
の
切
り
替
え
に
対
応
す
る
。
た
だ
し
、
班
固
の
「
離
騒
序
」
の
『
詩
』
大

雅
・
烝
民
の
「
明
哲
保
身
」
の
用
法
は
、
中
庸
篇
・
『
孟
子
』
尽
心
上
篇
の
処
世
法
と
比
較

す
る
と
、
国
家
に
道
が
行
わ
れ
ず
、
個
人
が
困
窮
し
た
場
合
に
の
み
視
点
を
定
め
て
「
君
子

道
窮
、
命
矣
…
」
と
し
て
処
世
論
を
述
べ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
班
固
は
、
屈

原
・
司
馬
遷
は
時
勢
を
見
極
め
て
自
己
保
全
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
が

困
窮
の
末
に
著
し
た
「
離
騒
」
・
『
史
記
』
と
い
う
言
説
・
著
作
が
、
の
ち
に
六
藝
に
通
暁

し
た
劉
向
・
楊
雄
等
に
と
っ
て
の
辞
賦
制
作
・
史
書
制
作
の
助
け
と
な
っ
た
点
を
肯
定
的
に

評
価
す
る
態
度
を
併
せ
も
つ
の
で
あ
る
。
「
離
騒
序
」
に
お
け
る
屈
原
に
対
す
る
「
雖
非
明

智
之
器
、
可
謂
妙
才
者
也
」
と
の
評
言
か
ら
、
処
世
に
お
け
る
著
作
の
意
義
を
と
り
わ
け
重

視
す
る
班
固
の
態
度
を
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　

二
、
「
幽
通
賦
」
―
運
命
観
と
処
世
観

班
固
は
「
離
騒
序
」
で
「
君
子
道
窮
、
命
矣
」
と
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
在
る
べ
き
処

世
の
在
り
方
を
述
べ
て
い
た
。
班
固
の
「
明
哲
保
身
」
の
処
世
観
は
、
運
命
観
を
根
柢
に
据

え
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
班
固
が
自
己
の
運
命
観
・
処
世
観
を
主
題
と
し
て
述
べ
る
著

作
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
『
漢
書
』
叙
伝
上
に
「
子こ

有
り
て
固
と
曰
ふ
。
弱
冠
に
し

て
孤こ

な
り
。
幽
通
の
賦
を
作
り
て
、
以
て
命
を
致き

は

め
志
を
遂
げ
ん
と
す
（
有
子
曰
固
、
弱
冠

而
孤
、
作
幽
通
之
賦
、
以
致
命
遂
志
）
」
と
記
さ
れ
る
「
幽
通
賦
」
で
あ
る
。
こ
の
文
の

「
致
命
遂
志
」
と
い
う
語
句
が
『
易
』
困
卦
・
大
象
の
「
象
曰
、
沢
无
水
、
困
。
君
子
以
致

命
遂
志
」
と
い
う
文
に
も
と
づ
く）

（1
（

こ
と
、
ま
た
顔
師
古
が
引
く
劉
徳
の
注
に
「
致
は
極
な
り
。

吉
凶
性
命
を
陳
べ
て
、
己
の
意
を
明
ら
か
に
す
る
を
遂
ぐ
（
致
、
極
也
。
陳
吉
凶
性
命
、
遂

明
己
之
意
）
」
と
あ
る
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
、
班
固
が
「
幽
通
賦
」
を
著
し
た
目
的
は
、

父
を
亡
く
し
て
困
窮
し
た
状
況
に
在
っ
て
、
運
命
と
は
何
か
を
見
極
め
る
こ
と
で
自
己
の
本

志
を
遂
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
節
及
び
次
節
で
は
、
「
幽
通
賦
」
（
『
漢
書
』

叙
伝
上
所
収
）
が
述
べ
る
、
班
固
に
お
け
る
運
命
観
と
処
世
観
と
の
関
係
の
仕
方
、
班
氏
一

族
の
処
世
の
在
り
方
を
考
察
し
、
そ
の
う
え
で
彼
が
選
び
取
っ
た
生
き
方
と
は
何
か
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

ま
ず
は
、
「
幽
通
賦
」
に
お
け
る
運
命
と
処
世
と
の
関
係
に
つ
い
て
着
目
す
る
。
「
幽
通

賦
」
に
は
「
道
は
混
成
し
て
自
然
な
り
。
術
は
原

み
な
も
とを

同
じ
く
し
て
流
れ
を
分
か
つ
（
道
混
成

而
自
然
兮
、
術
同
原
而
分
流
）
」
と
い
う
文
が
あ
る
。
道
と
い
う
根
元
は
渾
沌
と
し
て
成
り
、

自
然
な
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
が
、
道
に
も
と
づ
く
学
術
は
種
々
の
流
派
に
分
岐
し
て
し
ま

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
述
べ
た
の
ち
、
班
固
は
、
「
（
Ａ
）
神
は
心
に
先
ん
じ
て
命
を

定
め
、
（
Ｂ
）
命
は
行
ひ
に
随
ひ
て
消
息
す
。
（
Ｃ
）
斡
流
し
て
遷
り
て
其
れ
済
は
ず
、
故

に
遭さ

う

罹り

し
て
贏
縮
す
（
神
先
心
以
定
命
兮
、
命
隨
行
以
消
息
。
斡
流
遷
其
不
済
兮
、
故
遭
罹

而
贏
縮
）
」
と
い
う
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
の
文
は
、
後
漢
初
期
に
流

行
し
た
所
謂
る
三
命
説
と
の
対
応
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
命
説
は
、
本
来
緯
書

の
説
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）

（1
（

。

　

命
に
三
科
有
り
。
受
命
以
て
慶
を
保
つ
も
の
有
り
。
遭
命
以
て
暴
に
謫あ

ふ
も
の
有
り
。

随
命
以
て
行
ひ
を
督み

る
も
の
有
り
。
受
命
と
は
年
寿
を
謂
ふ
な
り
。
遭
命
と
は
行
ひ
の

善
な
る
も
凶
に
遭
ふ
を
謂
ふ
な
り
。
随
命
と
は
其
の
善
悪
に
随
ひ
て
之
に
報
い
る
を
謂

う
（
命
有
三
科
。
有
受
命
以
保
慶
。
有
遭
命
以
謫
暴
。
有
随
命
以
督
行
。
受
命
謂
年
寿

也
。
遭
命
謂
行
善
而
遇
凶
也
。
随
命
謂
随
其
善
悪
而
報
之
）
。
（
『
礼
記
』
祭
法
正
義

所
引
「
孝
経
援
神
契
」
）

　

命
と
は
天
の
令
な
り
。
帝
よ
り
受
く
る
所
は
、
行
ひ
正
し
く
し
て
寿
命
を
得
る
に
過
ぎ

ず
。
寿
命
と
は
正
命
な
り
。
九
九
八
十
一
よ
り
起
こ
る
。
随
命
有
り
。
随
命
と
は
行
ひ

に
随
ひ
て
命
と
為
る
な
り
。
遭
命
有
り
。
遭
命
と
は
行
ひ
正
し
く
し
て
誤
ら
ざ
る
も
、

世
残
賊
に
し
て
、
君
上
逆
乱
し
、
辜
咎
下
に
流
れ
、
災
譴
並
び
に
発
り
、
陰
陽
散

忤
し
、
暴
気
・
雷
至
り
、
日
を
滅
し
地
を
動
か
し
、
人
命
を
夭
絶
す
る
に
逢
ふ
。
紗

鹿
邑
を
襲
ふ
、
是
れ
な
り
（
命
者
天
之
令
也
。
所
受
於
帝
、
行
正
不
過
得
寿
命
。
寿

南部　英彦
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命
、
正
命
也
。
起
九
九
八
十
一
。
有
随
命
。
随
命
者
随
行
為
命
也
。
有
遭
命
。
遭
命
者

行
正
不
誤
、
逢
世
残
賊
、
君
上
逆
乱
、
辜
咎
下
流
、
災
譴
並
発
、
陰
陽
散
忤
、
暴
気
雷

至
、
滅
日
動
地
、
夭
絶
人
命
。
紗
鹿
襲
邑
是
也
）
。
（
『
太
平
御
覧
』
人
事
部
一
・
叙

人
所
引
「
春
秋
元
命
苞
」
）

右
の
二
つ
の
緯
書
（
「
孝
経
援
神
契
」
「
春
秋
元
命
苞
」
）
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

緯
書
の
三
命
説
と
は
「
受
命
（
寿
命
）
」
つ
ま
り
天
与
の
寿
命
を
い
い
、
「
随
命
」
と
は
行

い
の
善
し
悪
し
に
応
じ
て
報
い
を
受
け
る
こ
と
を
い
い
、
「
遭
命
」
と
は
行
い
が
善
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
災
禍
を
蒙
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
三
種
類
の
命
の
存
在
を
説
明
す
る
三
命
説
の

内
容
を
鑑
み
る
と
、
三
命
説
の
「
受
命
」
「
随
命
」
「
遭
命
」
は
そ
れ
ぞ
れ
前
引
の
「
幽
通

賦
」
の
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
「
幽
通
賦
」
で
は
こ
の
三
命
説
を
結

び
合
わ
せ
て
、
天
神
は
人
心
に
先
ん
じ
て
命
を
定
め
る
が
、
そ
の
命
は
人
の
行
い
の
善
し
悪

し
に
従
っ
て
変
化
す
る
と
と
も
に
、
自
身
の
行
い
を
原
因
と
し
な
い
禍
福
に
遭
遇
し
て
人
生

が
盛
衰
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、
三
命
の
複
合
体
と
し
て
人
生
の
成
り
行
き
を
理
解
す
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
幽
通
賦
」
の
（
Ａ
）
～
（
Ｃ
）
の
文
は
、
「
幽
通
賦
」
の
乱
辞
の

「
（
ａ
）
天 

草
昧
を
造
り
て
性
命
を
立
つ
、
（
ｂ
）
心
に
復
り
て
道
を
弘
む
る
は
、
惟
れ

賢
聖
、
（
ｃ
）
渾
元 

物
を
運
び
、
流
れ
て
処
ら
ず
（
天
造
草
昧
、
立
性
命
兮
。
復
心
弘
道
、

惟
賢
聖
兮
。
渾
元
運
物
、
流
不
処
兮
）
」
と
い
う
文
と
深
く
関
係
す
る
。
（
ａ
）
の
「
天
造

草
昧
、
立
性
命
兮
」
と
い
う
文
は
（
Ａ
）
の
「
神
先
心
以
定
命
兮
」
と
内
容
的
に
ほ
ぼ
重
な

る
が
、
乱
辞
で
は
三
命
説
の
「
受
命
」
に
当
た
る
も
の
と
し
て
の
「
命
」
を
「
性
命
」
の
語

に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
命
」
と
と
も
に
「
性
」
に
も
重
点
を
置
い
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
（
ｂ
）
で
は
「
復
心
弘
道
、
惟
賢
聖
兮
」
と
し
て
、
天
与
の
性
命

に
立
ち
返
っ
て
道
を
弘
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
賢
聖
だ
け
だ
と
す
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
心

中
の
善
性
を
道
の
実
践
の
前
提
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
ｂ
）
は
（
Ｂ
）
で

「
命
隨
行
以
消
息
」
と
し
て
随
命
を
述
べ
た
の
と
関
連
し
て
、
善
性
に
従
っ
て
道
を
弘
め
る

こ
と
で
善
き
応
報
を
受
け
ら
れ
る
の
は
賢
聖
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
ｃ
）
の
「
渾
元

運
物
、
流
不
処
兮
」
と
の
文
は
、
（
Ｃ
）
の
「
斡
流
遷
其
不
済
兮
、
故
遭
罹
而
贏
縮
」
と
重

な
る
内
容
で
、
「
復
心
弘
道
」
す
る
賢
聖
で
あ
っ
て
も
、
自
身
の
行
為
を
原
因
と
し
な
い
禍

福
に
遭
っ
て
人
生
の
成
り
行
き
が
変
転
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う

え
で
「
幽
通
賦
」
の
乱
辞
で
は
（
ａ
）
～
（
ｃ
）
の
あ
と
に
「
身
を
保
ち
名
を
遺
す
は
民
の

表
。
生
を
舎
て
て
誼
を
取
る
も
亦
た
道
の
用
。
憂
傷
し
て
物
に
夭
せ
ら
る
る
は
、
忝は

じ

こ
れ
よ

り
痛
ま
し
き
は
莫
し
（
保
身
遺
名
、
民
之
表
兮
。
舍
生
取
誼
、
亦
道
用
兮
。
憂
傷
夭
物
、
忝

莫
痛
兮
）
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
人
生
に
お
い
て
は
三
命
が
複
合
的
に
作
用
す
る
と
い
う
運

命
の
見
方
か
ら
、
天
与
の
性
命
に
従
い
、
行
い
を
正
し
く
し
て
、
身
を
保
ち
名
を
遺
す
こ
と

は
民
の
師
表
で
あ
る
が
、
自
己
の
行
為
に
原
因
し
な
い
禍
福
に
遭
っ
て
生
を
捨
て
て
義
を
貫

く
状
況
に
至
る
の
も
道
の
働
き
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
ら
、
心
を
傷
め
て
早
死
に
す
る
の
は
恥

で
あ
る
と
す
る
班
固
自
身
の
処
世
観
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
「
幽
通
賦
」
の
運
命
観
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
処
世
観
は
、
班
固
が
「
離
騒

序
」
に
お
い
て
、
君
子
の
道
が
窮
ま
る
の
は
運
命
で
あ
る
と
し
て
、
時
勢
を
見
極
め
た
出
処

進
退
に
よ
る
自
己
保
全
を
是
と
す
る
「
明
哲
保
身
」
の
処
世
観
を
示
し
た
こ
と
、
屈
原
が
讒

言
を
被
っ
て
楚
懐
王
に
退
け
ら
れ
た
こ
と
で
我
が
身
を
憂
え
て
自
死
し
た
こ
と
を
否
定
的
に

述
べ
る
こ
と
、
「
離
騒
」
に
対
す
る
劉
向
・
楊
雄
等
の
肯
定
的
な
「
離
騒
」
評
価
を
取
り
上

げ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。
つ
ま
り
、
運
命
と
は
何
か
を
三
命
説
の
三
命
の
複
合
体
と
し
て

示
し
、
「
性
命
」
と
処
世
と
の
在
る
べ
き
関
係
を
示
す
「
幽
通
賦
」
の
文
章
は
、
「
離
騒

序
」
の
運
命
観
・
処
世
観
の
原
論
に
相
当
す
る
と
見
う
る
と
同
時
に
、
班
固
が
示
し
た
「
道

術
」
だ
と
理
解
で
き
る
。
そ
れ
で
は
班
固
自
身
は
、
以
上
の
よ
う
な
運
命
観
・
処
世
観
に

立
っ
て
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
選
択
し
た
の
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
点
を
「
幽
通
賦
」
の
班

氏
一
族
の
処
世
に
関
す
る
見
方
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

三
、
「
幽
通
賦
」
―
班
氏
一
族
の
処
世
の
在
り
方
と
班
固
が
選
ん
だ
生
き
方

「
幽
通
賦
」
は
「
形
気
は
根
柢
よ
り
発お

こ

り
、
柯
葉
は
彙た

ぐ
ひ

し
て
零
茂
す
（
形
気
発
於
根
柢
兮
、

柯
葉
彙
而
零
茂
）
」
と
述
べ
、
万
物
を
形
づ
く
る
気
は
根
柢
か
ら
起
こ
り
、
枝
葉
は
そ
れ
に

従
っ
て
茂
っ
た
り
萎
ん
だ
り
す
る
と
い
う
。
こ
の
二
句
は
、
直
後
の
「
黎れ

い 

高
辛
に
淳
耀
あ

り
て
、
羋び 

南
汜
に
強
大
な
り
。
嬴え

い 

威
を
百
儀
に
取
り
て
、
姜き

や
う 

三
趾
に
本
支
あ
り
（
黎
淳

耀
于
高
辛
兮
、
羋
強
大
於
南
汜
。
嬴
取
威
於
百
儀
兮
、
姜
本
支
虖
乎
三
止
）
」
と
あ
る
四
句

と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
六
句
の
文
意
を
、
後
四
句
の
典
故
と
目
さ
れ
る
『
国

語
』
鄭
語
及
び
楚
語
下
の
記
述
に
よ
り
把
握
し
た
い
。
『
国
語
』
鄭
語
に
は
、
周
王
の
司
徒

で
あ
っ
た
鄭
桓
公
が
王
室
の
多
難
を
逃
れ
る
方
途
を
摸
索
し
て
成
周
の
南
方
の
情
勢
を
問

う
た
の
に
対
し
て
、
大
史
の
史
伯
が
「
荆
子
熊
厳 

子
四
人
伯
霜
・
仲
雪
・
叔
熊
・
季
紃
を

生
ず
。
叔
熊 

難
を
濮
に
逃
れ
て
蛮
と
な
る
。
季
紃 

是
れ
立
つ
に
、
薳
氏 

将
に
之
に
起
て

ん
と
す
る
も
、
禍
又
克よ

く
せ
ざ
る
は
、
是
れ
天 

之
が
心
を
啓
く
な
り
。
又
甚
だ
聡
明
協
和

な
る
は
、
其
の
先
王
を
蓋お

ほ

ふ
。
臣 

之
を
聞
く
、
天
の
啓
く
所
は
、
十
世
替
は
ら
ず
。
夫
れ

其
の
子
孫
必
ず
光お

ほ

い
に
土
を
啓
け
ば
、
偪せ

ま

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
且か

つ
重
・
黎
の
後
や
、
夫

の
黎
や
高
辛
氏
の
火
正
と
為
り
、
天
明
地
徳
を
淳
耀
敦
大
に
し
て
、
四
海
を
光
照
す
る
を

以
て
、
故
に
之
を
命
け
て
祝
融
と
曰
ふ
。
其
の
功 

大
な
り
。
夫
れ
天
地
の
大
功
を
成
す
者

班固における処世と著作
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は
、
其
の
子
孫
未
だ
章
ら
か
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
虞
・
夏
・
商
・
周 

是
れ
な
り
（
荆
子

熊
厳
生
子
四
人
、
伯
霜
・
仲
雪
・
叔
熊
・
季
紃
。
叔
熊
逃
難
於
濮
而
蛮
。
季
紃
是
立
、
薳
氏

将
起
之
、
禍
又
不
克
、
是
天
啓
之
心
也
。
又
甚
聡
明
和
協
、
蓋
其
先
王
。
臣
聞
之
、
天
之
所

啓
、
十
世
不
替
。
夫
其
子
孫
必
光
啓
土
、
不
可
偪
也
。
且
重
・
黎
之
後
也
、
夫
黎
為
高
辛
氏

火
正
、
以
淳
耀
敦
大
、
天
明
地
徳
、
光
照
四
海
、
故
命
之
曰
祝
融
、
其
功
大
矣
。
夫
成
天
地

之
大
功
者
、
其
子
孫
未
嘗
不
章
。
虞
・
夏
・
商
・
周
是
也
）
」
と
答
え
た
箇
所
が
あ
る
。
こ

こ
に
い
う
「
重
・
黎
」
と
は
誰
か
。
『
国
語
』
楚
語
下
に
見
え
る
、
楚
昭
王
に
対
し
て
観
射

父
が
述
べ
た
「
少
皞
の
世
の
衰
ふ
る
に
及
び
て
、
九
黎 

徳
を
乱
し
、
民
神
雑
糅
し
て
、
物

を
方わ

か

つ
べ
か
ら
ず
。
顓
頊
之
を
受
け
、
乃
ち
南
正
の
重
に
命
じ
、
天
を
司
り
て
以
て
神
に
属あ

つ

め
し
め
、
火
正
黎
に
命
じ
て
地
を
司
り
て
以
て
民
を
属
め
し
め
、
旧
常
に
復
し
て
、
相あ

ひ 

侵

瀆
す
る
こ
と
無
か
ら
し
む
。
是
れ
を
地
天
の
通
ず
る
を
絶
つ
と
謂
ふ
（
及
少
皞
之
衰
也
、
九

黎
乱
徳
、
民
神
雑
糅
、
不
可
方
物
。
…
顓
頊
受
之
、
乃
命
南
正
重
司
天
以
属
神
、
命
火
正
黎

司
地
以
属
民
、
使
復
旧
常
、
無
相
侵
瀆
、
是
謂
絶
地
天
通
）
」
と
の
記
載
に
よ
る
と
、
少
皞

の
世
が
衰
え
、
民
と
神
と
が
混
雑
し
て
区
別
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
時
代
に
、
顓
頊
は
南
正

重
に
命
じ
て
天
に
神
を
所
属
さ
せ
、
火
正
黎
に
命
じ
て
地
に
民
を
所
属
さ
せ
る
こ
と
で
、
天

地
の
交
通
を
断
絶
さ
せ
た
功
績
を
挙
げ
た
と
い
う
。
鄭
語
の
い
う
「
重
・
黎
」
と
は
、
楚
語

下
の
い
う
顓
頊
時
代
の
南
正
重
・
火
正
黎
を
指
す
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
史
伯
は
、
顓
頊

時
代
の
南
正
重
・
火
正
黎
、
お
よ
び
そ
の
子
孫
で
あ
る
帝
嚳
時
代
の
火
正
黎
の
血
筋
を
引
く

子
孫
の
季
紃
は
天
地
を
治
め
た
祖
先
の
大
功
に
よ
る
天
啓
が
及
ぶ
存
在
で
、
か
つ
季
紃
は
先

王
以
上
に
聡
明
協
和
で
あ
る
か
ら
、
荆
は
子
々
孫
々
盤
石
だ
と
し
て
、
南
方
に
避
難
す
る
の

は
困
難
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
史
伯
の
答
え
の
後
文
に
は
さ
ら
に
「
祝
融
も
亦
た
能
く
天
地

の
光
明
を
昭
顕
し
て
、
以
て
嘉
材
を
生
柔
す
る
者
な
り
。
其
の
後
の
八
姓
は
、
周
に
於
い
て

は
未
だ
侯
伯
有
ら
ず
。
…
融
の
興
る
者
は
、
其
れ
羋
姓
に
在
る
か
。
…
惟
だ
荆
の
み
実ま

こ
と

に
昭

徳
有
り
。
若
し
周
衰
ふ
れ
ば
、
其
れ
必
ず
興
ら
ん
。
姜
・
嬴
・
荆
羋
は
、
実
に
諸
姫
と
代こ

も

ご

も
相 

干を
か

さ
ん
。
姜
は
伯
夷
の
後
な
り
。
嬴
は
伯
翳
の
後
な
り
。
伯
夷
能
く
神
に
礼
し
て
以

て
堯
を
佐
く
る
者
な
り
。
伯
翳
は
能
く
百
物
を
議
し
て
以
て
舜
を
佐
く
る
者
な
り
。
其
の

後 

皆 

祀
を
失
は
ず
し
て
未
だ
興
る
者
あ
ら
ず
。
周
衰
ふ
れ
ば
其
れ
将
に
至
ら
ん
と
す
（
祝

融
亦
能
昭
顕
天
地
之
光
明
、
以
生
柔
嘉
材
者
也
。
其
後
八
姓
、
於
周
未
有
侯
伯
。
…
融
之
興

者
其
在
羋
姓
乎
。
…
惟
荆
実
有
昭
徳
。
若
周
衰
、
其
必
興
矣
。
姜
・
嬴
・
荆
羋
、
実
与
諸
姫

代
相
干
也
。
姜
、
伯
夷
之
後
也
。
嬴
、
伯
翳
之
後
也
。
伯
夷
能
礼
於
神
以
佐
堯
者
也
。
伯
翳

能
議
百
物
以
佐
舜
者
也
。
其
後
皆
不
失
祀
而
未
有
興
者
、
周
衰
其
将
至
矣
）
」
と
あ
り
、
天

地
を
治
め
た
功
績
が
あ
っ
た
祝
融
（
帝
嚳
時
代
の
火
正
黎
）
の
後
裔
で
、
周
の
衰
微
に
当

た
っ
て
興
起
す
る
の
は
荆
楚
の
八
姓
の
う
ち
の
羋
姓
で
あ
る
と
し
、
併
せ
て
、
姜
氏
は
天
地

人
の
三
礼
を
治
め
て
堯
を
補
佐
し
た
伯
夷
の
後
裔
で
、
嬴
氏
は
草
木
鳥
獣
を
適
宜
に
処
置
し

て
舜
を
補
佐
し
た
伯
翳
の
後
裔
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
祖
先
の
功
績
に
よ
り
、
周
の
衰
微
に

際
し
て
自
己
の
祖
先
の
祭
祀
を
継
続
す
る
斉
と
秦
も
ま
た
興
起
す
る
は
ず
だ
と
い
う
。
つ
ま

り
「
幽
通
賦
」
の
「
黎
淳
耀
于
高
辛
兮
、
羋
強
大
於
南
汜
。
嬴
取
威
於
伯
儀
兮
、
姜
本
支
乎

三
趾
」
と
の
文
は
、
『
国
語
』
鄭
語
及
び
楚
語
下
に
も
と
づ
き
、
戦
国
の
楚
（
羋
氏
）
・
斉

（
姜
氏
）
・
秦
（
嬴
氏
）
は
そ
れ
ぞ
れ
祖
先
の
天
地
人
を
治
め
た
功
績
に
よ
っ
て
天
啓
を
得

て
興
起
し
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
、
前
文
の
「
形
気
発
於
根
柢
兮
、
柯

葉
彙
而
零
茂
」
と
は
、
植
物
を
用
い
て
、
祖
先
の
功
績
の
有
無
に
従
っ
て
そ
の
子
孫
が
盛
衰

す
る
こ
と
を
喩
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
比
喩
に
よ
っ
て
、
班
固
は
一
族

の
運
命
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
見
方）

（1
（

を
示
す
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、
祖
先
か
ら
子
孫

へ
の
血
筋
の
継
承
と
祖
先
に
お
け
る
功
徳
の
有
無
が
原
因
と
な
っ
て
、
子
孫
が
禍
福
に
遭
遇

す
る
と
い
う
二
要
素
に
よ
っ
て
成
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
か
ら
、
三
命
の
複
合
体
と
し
て

人
生
の
成
り
行
き
を
理
解
す
る
先
述
の
運
命
観
の
う
ち
の
「
受
命
」
と
「
随
命
」
の
結
合
に

相
当
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
で
は
班
固
は
、
班
氏
一
族
は
功
績
の
有
無
と
い
う
点
で
は

ど
う
で
あ
っ
た
と
す
る
の
か
。

「
幽
通
賦
」
の
冒
頭
部
分
に
は
「
高
頊
の
玄
胄
に
系つ

な

が
り
、
中
葉
の
炳
霊
を
氏
と
す
（
系

高
頊
之
玄
胄
兮
、
氏
中
葉
之
炳
霊
）
」
と
あ
る
。
後
句
の
「
中
葉
の
炳
霊
を
氏
と
す
」
の
意

味
は
、
『
漢
書
』
叙
伝
上
に
「
班
氏
の
先
は
、
楚
と
姓
を
同
じ
く
す
。
令
尹
子
文
の
後
な
り
。

子
文 

初
め
て
生
ま
れ
、
瞢
中
に
棄
て
ら
る
る
に
、
虎 

之
を
乳や

し
な

ふ
。
楚
人 

乳
を
穀
と
謂
ひ
、

虎
を
於
檡
と
謂
ふ
。
故
に
穀こ

う

於お

檡と

と
名
づ
け
、
子
文
と
字あ

ざ
な

す
。
楚
人 

虎
を
班
と
謂
へ
ば
、

其
の
子
以
て
号よ

び
な

と
為
す
。
秦
の
楚
を
滅
ぼ
す
に
、
晋
代
の
間
に
遷
り
、
因
り
て
氏
す
（
班
氏

之
先
、
与
楚
同
姓
。
令
尹
子
文
之
後
也
。
子
文
初
生
、
棄
於
瞢
中
、
而
虎
乳
之
。
楚
人
謂
乳

穀
、
謂
虎
於
檡
、
故
名
穀
於
檡
、
字
子
文
。
楚
人
謂
虎
班
、
其
子
以
為
号
。
秦
之
滅
楚
、
遷

晋
代
之
間
、
因
氏
焉
）
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
令
尹
子
文
は
、
出
生
の
の
ち
雲
夢
沢

に
棄
て
ら
れ
た
の
を
、
虎
が
乳
を
与
え
て
養
っ
た
こ
と
か
ら
、
穀
於
檡
（
字
は
子
文
）
と
名

付
け
ら
れ
て
、
そ
の
子
は
闘
班
と
名
乗
り
、
秦
が
楚
を
滅
ぼ
し
た
際
に
、
一
族
は
晋
・
代
の

地
域
に
遷
っ
て
班
氏
と
称
し
た
と
い
う
。
だ
か
ら
「
中
葉
の
炳
霊
を
氏
と
す
」
と
は
、
班
氏

一
族
の
祖
先
が
楚
と
同
姓
の
令
尹
子
文
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
令
尹
子
文
に
つ
い
て
は
『
国

語
』
楚
語
下
に
「
荘
王
の
世
、
若
敖
氏
を
滅
ぼ
せ
る
も
、
唯
だ
子
文
の
後 

在
り
。
今
に
至

る
ま
で
鄖
に
処
り
て
、
楚
の
良
臣
為
り
。
是
れ
民
を
恤う

れ

ふ
る
を
先
に
し
て
己
の
富
を
後
に
す

る
に
あ
ら
ず
や
（
荘
王
之
世
滅
若
敖
氏
、
唯
子
文
之
後
在
。
至
於
今
処
鄖
、
為
楚
良
臣
。
是

不
先
恤
民
而
後
己
之
富
乎
）
」
と
あ
り
、
楚
荘
王
の
時
代
に
、
民
を
憐
れ
む
政
治
を
行
っ
た

た
め
に
存
続
で
き
た
楚
の
一
族
だ
と
さ
れ
る
。
一
方
、
前
句
の
「
高
頊
の
玄
胄
に
系
が
る
」

南部　英彦
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と
は
、
班
氏
の
遠
祖
が
顓
頊
（
高
陽
氏
）
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
『
史
記
』
楚
世
家
に
は

「
楚
の
先
祖
は
顓
頊
高
陽
自
り
出
づ
。
…
高
陽
称
を
生
じ
、
称
巻
章
を
生
じ
、
巻
章
重

黎
を
生
ず
。
重
黎
帝
嚳
高
辛
の
為
に
火
正
に
居
り
て
、
甚
だ
功
有
り
て
、
能
く
天
下
を
光

融
す
。
帝
嚳
命
け
て
祝
融
と
曰
ふ
（
楚
之
先
祖
出
自
顓
頊
高
陽
。
…
高
陽
生
称
、
称
生
巻
章
、

巻
章
生
重
黎
。
重
黎
為
帝
嚳
高
辛
居
火
正
、
甚
有
功
、
能
光
融
天
下
。
帝
嚳
命
曰
祝
融
）
」

と
あ
っ
て
、
顓
頊
の
曽
孫
で
あ
る
重
黎
が
、
帝
嚳
（
高
辛
氏
）
の
時
代
に
火
正
の
職
に
つ

き
、
そ
の
功
徳
は
天
下
に
輝
い
て
祝
融
と
名
付
け
ら
れ
た
と
あ
る
。
楚
世
家
の
い
う
帝
嚳
時

代
の
火
正
の
「
重
黎
」
は
、
前
引
の
『
国
語
』
鄭
語
に
い
う
帝
嚳
時
代
の
火
正
の
「
黎
」
に

相
当
す
る
。
楚
世
家
は
ま
た
、
重
黎
の
弟
・
呉
回
の
子
で
あ
る
陸
終
の
六
人
の
子
の
末
子
の

季
連
に
つ
い
て
「
羋
姓
に
し
て
、
楚
は
其
の
後
な
り
」
と
記
す
。
班
固
は
前
引
の
『
国
語
』

鄭
語
・
楚
語
下
及
び
『
史
記
』
楚
世
家
の
記
述
に
よ
っ
て
、
顓
頊
→
南
正
重
・
火
正
黎
→
黎

（
帝
嚳
時
代
）
→
令
尹
子
文
と
い
う
自
己
の
祖
先
の
系
譜
を
描
き
、
班
氏
一
族
が
顓
頊
の
子

孫
で
あ
る
楚
の
班
氏
・
令
尹
子
文
の
系
統
に
連
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
幽
通
賦
」
は
こ
れ
に
つ
い
で
「
颽
風
に
颻

ひ
る
が
へり

て
蟬
蛻
し
、
朔
野
に
雄
た
り
て
声
を
颺あ

ぐ
。

皇
十
紀
に
し
て
鴻
漸
し
、
上
京
に
羽
儀
有
り
。
巨
天
に
滔は

び
こ

り
て
夏
を
泯ほ

ろ
ぼ

し
、
考ち

ち

愍か
な

し
み
に

遘あ

ひ
て
以
て
行
く
ゆ
く
謡う

た

ふ
。
終
に
己
を
保
ち
て
則の

り

を
貽の

こ

し
、
上
仁
の
廬い

へ

と
す
る
所
に
居
る
。

前
烈
の
純
淑
な
る
を
懿よ

み

し
、
窮
と
達
と
其
れ
必
ず
救
ふ
（
颻
颽
風
而
蟬
蛻
兮
、
雄
朔
野
以
颺

声
。
皇
十
紀
而
鴻
漸
兮
、
有
羽
儀
於
上
京
。
巨
滔
天
而
泯
夏
兮
、
考
遘
愍
以
行
謡
。
終
保
己

而
貽
則
兮
、
里
上
仁
之
所
廬
。
懿
前
烈
之
純
淑
兮
、
窮
与
達
其
必
済
）
」
と
あ
る
。
班
氏
は

北
方
に
雄
飛
し
て
名
を
揚
げ
、
漢
の
十
代
目
の
成
帝
の
時
に
曽
祖
父
の
班
況
は
京
師
長
安
に

出
て
仕
官
し
た
。
王
莽
が
天
下
を
乱
し
て
中
華
を
滅
ぼ
し
た
際
、
父
の
班
彪
は
悲
し
ん
で
行

く
行
く
歌
謡
し
な
が
ら
、
身
を
保
っ
て
法
則
を
遺
し
、
仁
者
の
在
り
方
を
示
し
た
。
わ
が
班

氏
一
族
の
祖
先
は
、
困
窮
し
て
も
栄
達
し
て
も
世
を
救
う
生
き
方
を
示
し
た
と
い
う
。
こ
の

箇
所
で
班
彪
が
王
莽
末
に
歌
謡
し
、
身
を
保
っ
て
遺
し
た
法
則
と
は
『
漢
書
』
叙
伝
上
が
載

せ
る
「
王
命
論
」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

　

昔む
か
し在

帝
堯
の
禅
に
曰
く
、
咨あ

あ

爾な
ん
ぢ

舜
、
天
の
暦
数
は
爾
の
躬み

に
在
り
と
。
舜
も
亦
た

以
て
禹
に
命
ず
。
稷
・
契
と
臮と

も

に
し
て
、
咸み

な

唐
虞
を
佐
け
、
四
海
を
光お

ほ

い
に
済
ひ
、
奕

世
徳
を
載
せ
、
湯
武
に
至
る
ま
で
天
下
を
有た

も

つ
。
其
の
遭
遇
時
を
異
に
し
、
禅

代
同
じ
か
ら
ず
と
雖
も
、
天
に
応
じ
民
に
順
ふ
は
、
其
の
揆
一
な
り
。
劉
氏
の
堯
の

祚
を
承
く
る
は
、
氏
族
の
世
、
春
秋
に
著
ら
か
な
り
。
唐
火
徳
に
拠
り
て
、
漢
之
を

紹つ

ぎ
、
始
め
て
沛
沢
よ
り
起
こ
る
に
、
則
ち
神
母
夜
号な

き
て
、
以
て
赤
帝
の
符
を
著あ

ら
は

す
。
是
に
由
り
て
之
を
言
へ
ば
、
帝
王
の
祚
に
は
必
ず
明
聖
顕
懿
の
徳
、
豊
功
厚
利
積

累
の
業
有
り
て
、
然
る
後
、
精
誠
神
明
に
通
じ
、
流
沢
生
民
に
加
は
る
。
故
に
能
く

鬼
神
の
福
饗
す
る
所
、
天
下
の
帰
往
す
る
所
と
為
る
。
未
だ
運
世
本
無
く
、
功
徳
紀し

る

さ
れ
ず
し
て
、
屈
起
し
て
此
の
位
に
在
る
を
得
る
者
を
見
ざ
る
な
り
。
世
俗
高
祖
布

衣
よ
り
起
こ
る
を
見
て
、
其
の
故こ

と

に
達
せ
ず
、
暴
乱
に
遭
遇
し
た
れ
ば
、
其
の
剣
を
奮

ふ
を
得
と
以お

為も

ふ
な
り
。
…
神
器
命
有
り
て
、
智
力
を
以
て
求
む
べ
か
ら
ざ
る
を
知

ら
ざ
る
な
り
（
昔
在
帝
堯
之
禅
曰
、
咨
爾
舜
、
天
之
暦
数
在
爾
躬
。
舜
亦
以
命
禹
。
臮

于
稷
契
、
咸
佐
唐
虞
、
光
済
四
海
、
奕
世
載
徳
、
至
于
湯
武
、
而
有
天
下
。
雖
其
遭
遇

異
時
、
禅
代
不
同
、
至
于
応
天
順
民
、
其
揆
一
也
。
劉
氏
承
堯
之
祚
、
氏
族
之
世
、
著

乎
春
秋
。
唐
拠
火
徳
、
而
漢
紹
之
、
始
起
沛
沢
、
則
神
母
夜
号
、
以
章
赤
帝
之
符
。
由

是
言
之
、
帝
王
之
祚
、
必
有
明
聖
顕
懿
之
徳
、
豊
功
厚
利
積
累
之
業
、
然
後
精
誠
通
於

神
明
、
流
沢
加
於
生
民
、
故
能
為
鬼
神
所
福
饗
、
天
下
所
帰
往
。
未
見
運
世
無
本
、
功

徳
不
紀
、
而
得
屈
起
在
此
位
者
也
。
世
俗
見
高
祖
興
於
布
衣
、
不
達
其
故
、
以
為
適
遭

暴
乱
、
得
奮
其
剣
。
…
不
知
神
器
有
命
、
不
可
以
智
力
求
也
）
。

班
彪
は
、
堯
舜
の
禅
譲
か
ら
湯
武
の
放
伐
へ
と
い
う
具
合
に
、
王
朝
交
代
の
在
り
方
は
時

代
に
よ
り
異
な
る
が
、
天
の
暦
数
が
天
命
・
人
心
に
応
じ
て
受
け
継
が
れ
る
点
で
は
同
一

だ
と
し
た
う
え
で
、
劉
氏
が
堯
の
火
徳
の
暦
運
を
嗣
い
で
い
る
こ
と
は
、
堯
（
火
）
→
舜

（
土
）
→
禹
（
金
）
→
湯
（
水
）
→
武
（
木
）
→
漢
（
火
）
と
い
う
五
徳
の
運
次
と
、
堯
か

ら
劉
氏
へ
の
氏
族
の
系
譜
が
『
春
秋
』
に
記
載
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
劉

邦
が
沛
か
ら
屈
起
す
る
に
当
た
り
赤
帝
が
天
子
と
な
る
符
瑞
が
現
れ
た
の
は
、
堯
の
功
徳
が

「
経
伝
」
に
記
さ
れ
る
偉
大
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
天
を
感
応
さ
せ
た
か
ら
だ
と
い
う
（
堯

の
功
徳
は
『
書
』
堯
典
に
、
堯
の
舜
へ
の
禅
譲
に
際
し
て
の
「
咨
爾
舜
、
天
之
暦
数
在
爾

躬
」
と
い
う
言
葉
は
『
論
語
』
堯
曰
篇
に
、
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
）
。
だ
か
ら
、
神
器

と
い
う
べ
き
古
帝
王
の
暦
運
を
受
け
継
ぐ
者
に
し
て
は
じ
め
て
受
命
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
た
だ
に
暴
乱
の
時
代
に
乗
じ
て
剣
を
奮
い
、
智
力
を
働
か
せ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
と
す
る
。
班
彪
は
、
古
帝
王
の
血
統
の
子
孫
へ
の
継
承
と
古
帝
王
に
お
け
る
功

徳
の
存
在
に
よ
っ
て
革
命
が
起
こ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
班
彪
の
革
命
説
は
、
一

族
の
運
命
は
一
体
だ
と
す
る
先
述
の
班
固
の
見
方
と
思
想
構
造
が
一
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

さ
て
右
の
「
王
命
論
」
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
班
彪
が
用
い
た
五
徳
の
運
次
が
、
劉

向
父
子
の
五
徳
終
始
説
（
『
漢
書
』
郊
祀
志
賛
所
収
）
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
、
ま
た
堯

か
ら
劉
氏
へ
の
氏
族
の
系
譜
が
『
春
秋
』
に
記
載
が
あ
る
と
い
う
点
も
ま
た
劉
向
の
説
に

よ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
「
王
命
論
」
に
い
う
劉
氏
一
族
の
系

譜
の
記
述
は
『
春
秋
』
経
文
で
は
な
く
『
左
氏
伝
』
に
あ
り）

（1
（

、
そ
の
『
左
氏
伝
』
の
記
載

は
、
『
漢
書
』
高
帝
紀
・
賛
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
班
固
は
、
冒
頭
に
『
春
秋
』

と
い
う
書
名
を
挙
げ
た
う
え
で
、
『
左
氏
伝
』
の
記
載）

（1
（

を
用
い
な
が
ら
、
ま
ず
晋
太
史
蔡
墨

班固における処世と著作
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の
「
陶
唐
氏
既
に
衰
へ
て
、
其
の
後
に
劉
累
有
り
て
、
龍
を
擾な

ら
す
を
学
び
、
孔
甲
に
事

ふ
。
范
氏
は
其
の
後
な
り
（
陶
唐
氏
既
衰
、
其
後
有
劉
累
。
学
擾
龍
、
事
孔
甲
。
范
氏
其
後

也
）
と
い
う
言
を
掲
げ
、
つ
い
で
晋
の
范
宣
子
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
陶
唐
氏
（
舜
以
前
）
→

御
龍
氏
（
夏
）
→
豕
韋
氏
（
殷
）
→
唐
杜
氏
（
周
）
→
范
氏
と
い
う
系
譜
を
述
べ
て
、
劉
累

は
御
龍
氏
に
当
た
る
と
し
、
さ
ら
に
晋
の
士
師
で
あ
っ
た
范
氏
の
士
会
が
秦
に
亡
命
し
た
の

ち
晋
に
帰
還
し
た
際
、
秦
に
残
っ
た
士
会
の
血
縁
者
が
ま
た
劉
氏
を
称
し
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
劉
氏
が
秦
→
魏
→
大
梁
（
豊
）
と
移
住
し
て
、
つ
い
に
は
劉
邦
へ
と
連
な
る
と
し
た
う

え
で
「
漢
帝
の
本
系
は
唐
帝
自
り
出
づ
」
云
々
と
い
う
高
祖
へ
の
頌
辞
を
述
べ
る
劉
向
の
言

葉
を
載
せ
る
。
班
固
は
、
『
左
氏
伝
』
に
よ
り
陶
唐
氏
・
堯
か
ら
劉
氏
に
至
る
系
譜
を
描
く

劉
向
の
説
に
よ
り
、
「
漢
は
堯
運
を
承
け
、
徳
祚
既
に
盛
ん
に
し
て
、
蛇
を
断
じ
て
符
を
著あ

ら
は

し
、
旗
幟
は
赤
を
上た

ふ

と
び
て
、
火
徳
に
協か

な

ふ
は
、
自
然
の
応
に
し
て
、
天
統
を
得
（
漢
承
堯

運
、
徳
祚
已
盛
、
断
蛇
著
符
、
旗
幟
上
赤
、
協
于
火
徳
、
自
然
之
応
、
得
天
統
矣
）
」
と
述

べ
、
漢
の
高
帝
劉
邦
は
堯
の
後
裔
で
あ
り
、
堯
の
火
徳
の
暦
運
を
嗣
ぐ
も
の
だ
と
し
た
。
そ

れ
ゆ
え
「
王
命
論
」
と
『
漢
書
』
高
帝
紀
・
賛
を
併
せ
考
え
る
と
、
班
彪
父
子
は
劉
向
父
子

か
ら
革
命
説
を
受
け
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
漢
書
』
叙
伝
上
に
よ
る
と
、
「
王
命
論
」
は
、
王
莽
の
滅
亡
後
、
光
武
帝
が
冀
州
の

地
で
即
位
し
た
ば
か
り
で
、
公
孫
述
が
蜀
漢
で
皇
帝
を
自
称
す
る
な
ど
、
天
下
の
帰
趨
が

定
ま
ら
な
い
、
群
雄
割
拠
の
時
代
状
況
を
背
景
と
し
て
作
ら
れ
た
。
班
固
は
「
乃
ち
王
命

論
を
著
し
て
以
て
時
難
を
救
ふ
」
と
述
べ
、
「
王
命
論
」
を
救
世
の
著
作
と
見
た
。
そ
れ
は
、

「
王
命
論
」
に
お
い
て
班
彪
が
述
べ
た
高
帝
の
受
命
の
要
因
を
述
べ
た
革
命
説
が
、
実
質
上
、

「
劉
秀
兵
を
発お

こ

し
て
不
道
を
捕
ら
へ
、
四
夷
雲
集
し
て
野
に
闘
ふ
に
、
四
七
の
際
火
主

と
為
る
（
劉
秀
発
兵
捕
不
道
、
四
夷
雲
集
、
龍
闘
野
、
四
七
之
際
、
火
為
主
）
」
（
『
後
漢

書
』
光
武
帝
紀
）
と
の
「
赤
伏
符
」
な
る
讖
記
を
用
い
た
、
高
帝
の
九
世
孫
・
光
武
帝
劉
秀

の
即
位
の
正
統
性
を
補
強
す
る
理
論
と
し
て
機
能
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
班
彪
の
功
績

と
は
、
自
己
の
「
道
術
」
に
よ
り
漢
の
統
治
を
輔
佐
し
た
こ
と
だ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
班
固
は

「
懿
前
烈
之
純
淑
兮
、
窮
与
達
其
必
済
」
と
述
べ
、
顓
頊
以
来
、
栄
達
し
て
は
天
地
人
を
治

め
、
困
窮
し
て
は
天
人
関
係
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
著
作
を
遺
し
、
天
下
を
救
済
し
て

き
た
自
己
の
家
系
を
称
賛
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
班
固
は
、
班
氏
一
族
の
も
つ
盛
運
を

受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
班
氏
一
族
の
右
の
よ
う
な
処
世
の
在
り
方
を
承
け
て
、

班
固
は
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
選
ん
だ
の
か
。

「
幽
通
賦
」
に
「
天
の
紘
覆
す
る
を
観
る
に
、
実
に
諶ま

こ
と

を
棐た

す

け
て
相
順
ふ
。
先
聖
の
大
繇

を
謨は

か

る
に
、
亦
徳
に
厸ち

か

づ
き
て
信ま

こ
と

を
助
く
。
…
（
中
略
）
…
素
文
は
信ま

こ
と

に
し
て
麟
を
底い

た

せ

ば
、
漢
、
祚そ

を
異
代
に
賓
と
す
（
観
天
網
之
紘
覆
兮
、
実
棐
諶
而
相
順
。
謨
先
聖
之
大
猷

兮
、
亦
厸
徳
而
助
信
。
…
素
文
信
而
底
麟
兮
、
漢
賓
祚
于
異
代
）
」
と
あ
る
。
「
先
聖
の
大

繇
」
と
は
、
顔
師
古
注
に
「
繇
は
道
な
り
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
す
る
と
、
先
聖
の
道
術
た

る
六
藝
の
学
術
を
指
す
と
捉
え
ら
れ
る
か
ら
、
前
四
句
は
、
天
が
信
実
な
る
者
を
助
け
る
こ

と
は
六
藝
が
示
す
真
理
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
そ
こ
で
「
素
文
信
而
底
麟
兮
、
漢
賓
祚
于
異

代
」
と
い
う
二
句
は
、
孔
子
が
制
作
し
た
『
春
秋
』
の
「
文
」
が
信
実
で
あ
る
た
め
に
麟
が

到
来
し
た
、
つ
ま
り
『
春
秋
』
が
漢
と
い
う
太
平
の
世
を
興
起
す
る
の
を
助
け
た
と
す
る
革

命
説
で
あ
り
、
漢
の
受
命
を
素
王
と
し
て
の
孔
子
の
功
績
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
に
い
う
「
素
文
」
と
は
、
班
彪
「
王
命
論
」
に
い
う
、
陶
唐
氏
が
劉
氏
に
連
な
る

こ
と
を
証
す
る
『
春
秋
』
の
記
載
を
指
す
。
そ
し
て
『
春
秋
』
の
記
載
が
信
実
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
天
の
助
け
を
得
て
、
漢
が
堯
の
暦
運
を
受
け
て
興
起
し
た
と
班
固
は
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
孔
子
を
素
王
と
見
る
以
上
、
『
孟
子
』
滕
文
公
下
篇
に
「
世
衰
へ
道
微お

と
ろ

へ
、
邪

説
暴
行
有ま

た
作お

こ

る
。
臣
其
の
君
を
弑
す
る
者
之こ

れ
有
り
。
子
其
の
父
を
弑
す
る
者
之
れ
有

り
。
孔
子
懼
れ
て
春
秋
を
作
る
。
春
秋
は
、
天
子
の
事
な
り
（
世
衰
道
微
、
邪
説
暴
行
有

作
。
臣
弑
其
君
者
有
之
。
子
弑
其
父
者
有
之
。
孔
子
懼
作
春
秋
。
春
秋
、
天
子
之
事
也
）
」

と
あ
り
、
『
公
羊
伝
』
哀
公
十
四
年
の
「
君
子
曷
為
為
春
秋
。
撥
乱
世
、
反
諸
正
、
莫
近
諸

春
秋
。
…
制
春
秋
之
義
、
以
俟
後
聖
」
（
前
引
）
と
あ
る
、
『
春
秋
』
が
撥
乱
反
正
の
儀
法

を
示
し
た
と
の
見
方
を
伴
っ
て
い
る
（
『
公
羊
伝
』
哀
公
十
四
年
の
、
獲
麟
の
の
ち
孔
子
が

『
春
秋
』
を
制
作
し
た
と
す
る
獲
麟
解
釈
と
、
孔
子
の
『
春
秋
』
制
作
が
麟
を
招
来
し
た
と

す
る
班
固
の
獲
麟
解
釈
と
で
は
『
春
秋
』
制
作
と
獲
麟
の
順
序
が
逆
で
あ
る
が
そ
う
考
え
ら

れ
る
）
。
だ
か
ら
「
漢
賓
祚
于
異
代
」
と
い
う
句
は
、
漢
が
受
命
の
の
ち
、
周
の
後
裔
を
周

承
休
公
に
、
孔
子
の
子
孫
を
殷
の
後
裔
と
し
て
殷
紹
嘉
公
に
封
建
す
る
こ
と
で
「
二
王
の

後
」
を
存
続
さ
せ
、
漢
と
合
わ
せ
て
三
統
を
通
じ
さ
せ
る
と
の
改
制
を
行
っ
た）

（1
（

こ
と
を
指
す
。

す
る
と
班
固
は
「
素
文
」
の
中
核
を
、
孔
子
が
『
春
秋
』
を
制
作
し
て
漢
の
た
め
に
定
め
た
、

撥
乱
反
正
の
儀
法
と
し
て
の
三
統
説
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
こ
の
「
素
文
信
而
底
麟
兮
、
漢
賓
祚
于
異
代
」
と
い
う
文
を
受
け
て
、
「
幽
通
賦
」

に
「
孔
昊
に
登
り
て
上
下
し
、
群
龍
の
経

た
て
い
とす

る
所
に
緯

よ
こ
い
とす

（
登
孔
昊
而
上
下
兮
、
緯
群
龍
之

所
経
）
」
と
あ
る
の
に
注
目
し
た
い
。
孔
昊
と
は
、
孔
子
と
太
昊
伏
羲
を
指
す
。
こ
の
文

は
、
劉
歆
の
『
三
統
暦
譜
』
（
『
漢
書
』
律
暦
志
上
所
収
）
に
「
易
と
春
秋
と
は
天
人
の
道

な
り
」
と
あ
る
の
を
受
け
継
ぎ
、
伏
羲
の
『
易
』
と
孔
子
の
『
春
秋
』
を
中
核
と
す
る
六
藝

に
も
と
づ
く
「
天
人
の
道
」
の
解
明
を
、
縦
糸
に
横
糸
を
張
っ
て
絹
布
を
織
り
成
す
こ
と
に

見
立
て
つ
つ
、
己
の
使
命
と
し
て
提
示
し
た
箇
所
と
考
え
ら
れ
る
。
班
固
が
「
幽
通
賦
」
に

お
い
て
示
し
た
、
緯
書
の
三
命
説
に
も
と
づ
く
自
身
の
運
命
観
・
処
世
観
や
、
『
左
氏
伝
』

『
公
羊
伝
』
を
も
と
に
し
た
革
命
説
や
『
国
語
』
『
史
記
』
を
典
故
と
す
る
班
氏
一
族
の
処

南部　英彦
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世
の
記
述
や
、
「
離
騒
序
」
及
び
『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
・
賛
に
示
し
た
屈
原
の
処
世
及
び
著

作
に
つ
い
て
の
「
経
伝
」
を
用
い
た
論
評
が
そ
れ
に
当
た
る
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
班
固
の
六
藝
な
い
し
「
経
伝
」
に
も
と
づ
く
著
述
と
い
う
創
作
方
法
は
、
『
春
秋
（
左
氏

伝
）
』
に
劉
氏
一
族
が
堯
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
記
載
が
あ
る
と
し
た
劉
向
・
班
彪

の
創
作
方
法
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
班
固
が
後
漢
と
い
う
太
平
の
世
に
お

い
て
自
ら
選
び
取
っ
た
生
き
方
と
は
、
劉
向
父
子
及
び
父
班
彪
の
「
道
術
」
を
受
け
継
ぎ
、

孔
子
の
『
春
秋
』
が
漢
の
太
平
の
世
を
興
起
さ
せ
た
働
き
を
模
範
と
し
て
、
六
藝
に
も
と
づ

く
「
天
人
の
道
」
を
解
明
す
る
著
作
に
よ
り
漢
朝
の
統
治
を
輔
佐
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
捉

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
班
固
は
こ
の
生
き
方
に
よ
り
、
「
幽
通
賦
」
に
お
い
て
「
懿
前
烈
之

純
淑
兮
、
窮
与
達
其
必
済
」
と
総
括
し
た
、
班
氏
一
族
の
生
き
方
に
連
な
ろ
う
と
し
た
の
だ

ろ
う
。
「
幽
通
賦
」
に
「
草
木
の
区
々
に
別
る
る
を
候
ふ
に
、
苟ま

こ
と

に
能
く
実
れ
ば
必
ず
栄

ゆ
。
世
に
没
し
て
朽
ち
ざ
る
こ
と
を
要も

と

む
る
は
、
乃
ち
先
民
の
程の

り

と
す
る
所
（
侯
草
木
之
区

別
兮
、
苟
能
實
其
必
栄
。
要
没
世
而
不
朽
兮
、
乃
先
民
之
所
程
）
」
と
あ
る
の
は
、
顓
頊
か

ら
班
彪
ま
で
の
一
族
の
処
世
の
在
り
方
を
嗣
い
で
六
藝
に
も
と
づ
く
「
天
人
の
道
」
を
解
明

す
る
著
作
を
遺
す
こ
と
は
、
救
世
の
行
為
で
あ
る
以
上
、
天
に
通
じ
て
死
後
に
お
い
て
も
不

朽
の
名
声
を
遺
し
得
る
と
い
う
信
念
を
指
す
。
そ
し
て
「
幽
通
賦
」
の
「
幽
通
」
と
い
う
言

葉
は
、
『
漢
書
』
睢
両
夏
侯
京
翼
李
伝
の
賛
に
「
神
明
を
幽
賛
し
て
、
天
人
の
道
に
通
合
す

る
者
は
、
易
・
春
秋
よ
り
著
ら
か
な
る
は
莫
し
（
幽
賛
神
明
、
通
合
天
人
之
道
者
、
莫
著
乎

易
・
春
秋
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
易
』
と
『
春
秋
』
を
手
本
と
し
て
、
著
述
に
よ
り
「
天

人
の
道
」
を
深
く
解
明
せ
ん
と
す
る
班
固
の
「
志
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

お
わ
り
に

「
幽
通
賦
」
は
、
光
武
帝
の
建
武
三
十
一
年
（
五
五
）
頃
の
作）

（1
（

と
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
班

固
は
二
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
光
武
帝
か
ら
明
帝
へ
と
移
り
替
わ
る
時
期
に
在
っ
て
、
若
き
日

の
班
固
の
身
近
な
著
作
の
手
本
と
し
て
、
父
班
彪
の
「
王
命
論
」
や
『
後
伝）

（1
（

』
が
あ
っ
た
。

班
固
は
、
自
伝
で
あ
る
『
漢
書
』
叙
伝
上
に
お
い
て
「
王
命
論
」
の
あ
と
に
「
幽
通
賦
」
を

載
せ
る
こ
と
で
、
班
彪
の
『
後
伝
』
に
も
と
づ
く
『
漢
書
』
の
制
作
の
目
的
が
自
己
の
「
道

術
」
に
よ
る
漢
朝
の
統
治
の
輔
佐
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
『
漢
書
』
叙
伝
下
に

「
元
を
高
祖
に
起
こ
し
、
孝
平
王
莽
の
誅
に
至
る
ま
で
、
十
有
二
世
、
二
百
三
十
年
、
其

の
行
事
を
綜す

べ
て
、
五
経
を
旁
貫
し
て
、
上
下
洽
通
し
、
春
秋
考
紀
・
表
・
伝
、
凡す

べ

て
百
篇

（
起
元
高
祖
、
終
于
孝
平
王
莽
之
誅
、
十
有
二
世
、
二
百
三
十
年
、
綜
其
行
事
、
旁
貫
五
経
、

上
下
洽
通
、
為
春
秋
考
紀
・
表
・
志
・
伝
、
凡
百
篇
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
漢
書
』
は
、

前
漢
十
二
代
二
百
三
十
年
の
歴
史
に
、
五
経
（
六
藝
）
の
も
つ
規
範
性
を
貫
通
さ
せ
、
漢
の

受
命
の
正
統
化
を
図
っ
た
著
作
だ
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。
ま
た
「
典
引
」
「
両
都
賦
」
も
同
様
の

目
的
で
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る）

1（
（

。

班
固
に
お
け
る
「
明
哲
保
身
」
と
は
、
時
勢
を
見
極
め
た
出
処
進
退
に
よ
る
自
己
保
全
を

指
す
。
「
幽
通
賦
」
に
「
保
身
遺
名
、
民
之
表
兮
」
と
あ
る
以
上
、
こ
の
処
世
観
は
、
右
の

よ
う
な
彼
自
身
の
著
作
の
目
的
へ
と
直
結
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
班
固
の

創
作
態
度
の
根
柢
に
は
、
孔
子
の
『
春
秋
』
を
模
範
と
し
て
仰
ぎ
、
著
作
に
よ
り
漢
朝
の
統

治
を
輔
佐
せ
ん
と
す
る
意
識
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
岡
村
繁
「
班
固
と
張
衡
―
そ
の
創
作
態
度
の
異
質
性
―
」
（
『
小
尾
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学

論
集
』
、
第
一
学
習
社
、
一
九
七
六
、
所
収
）

（
２
）
「
離
騒
序
」
の
引
用
は
、
黄
霊
庚
点
校
『
楚
辞
章
句
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
七
）
に

よ
る
。

（
３
）
班
固
が
用
い
る
「
経
伝
」
の
「
経
」
は
、
『
漢
書
』
藝
文
志
で
第
一
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て

い
る
六
藝
（
六
経
）
を
指
す
。
「
伝
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
王
充
『
論
衡
』
の
説
を
参
考
に
す
る
。

『
論
衡
』
書
解
篇
に
は
「
聖
人
作
其
経
、
賢
者
造
其
伝
、
述
作
者
之
意
、
採
聖
人
之
志
、
故
経
須
伝

也
」
と
あ
り
、
「
経
」
は
聖
人
の
制
作
に
、
「
伝
」
は
賢
者
の
制
作
に
か
か
り
、
賢
者
の
「
伝
」
は
聖

人
で
あ
る
作
者
の
意
志
を
採
っ
て
述
べ
た
も
の
で
、
「
経
」
の
意
は
「
伝
」
を
待
っ
て
は
じ
め
て
明
ら

か
に
な
る
と
す
る
。
そ
こ
で
「
伝
」
は
「
経
」
の
解
釈
の
意
味
と
な
る
。
班
固
が
用
い
る
「
伝
」
は
、

『
易
』
伝
や
『
春
秋
』
三
伝
、
『
国
語
』
、
『
春
秋
繁
露
』
、
『
礼
記
』
、
『
詩
』
の
毛
伝
、
『
韓
詩

外
伝
』
、
『
論
語
』
、
そ
し
て
緯
書
類
な
ど
を
含
む
と
考
え
て
お
く
。
『
論
語
』
が
「
伝
」
に
含
ま
れ

る
こ
と
は
、
同
じ
く
『
論
衡
』
正
説
篇
に
「
論
語
者
、
弟
子
共
紀
孔
子
之
言
行
、
勅
記
之
時
甚
多
、
数

十
百
篇
、
以
八
寸
為
尺
、
紀
之
約
省
、
懐
持
之
便
也
。
以
其
遺
非
経
、
伝
文
紀
識
恐
忘
、
故
但
以
八
寸

尺
、
不
二
尺
四
寸
也
。
…
宣
帝
至
下
太
常
博
士
、
時
尚
称
書
難
暁
、
名
之
曰
伝
」
と
あ
る
の
が
参
考
に

な
る
。
『
論
語
』
は
、
前
漢
宣
帝
期
に
は
じ
め
て
「
伝
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
、
「
経
」
が
二
尺
四
寸

の
簡
に
記
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
伝
」
で
あ
る
『
論
語
』
は
一
尺
（
＝
八
寸
）
の
簡
に
記
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。

（
４
）
（
ア
）
「
子
曰
…
西
狩
獲
麟
曰
、
吾
道
窮
、
吾
道
窮
。
三
年
、
身
随
而
卒
。
階
此
而
観
、
天
命

成
敗
、
聖
人
知
之
、
有
所
不
能
救
、
命
矣
夫
」
（
『
春
秋
繁
露
』
随
本
消
息
）
（
イ
）
「
初
九
曰
、
潜

龍
勿
用
、
何
謂
也
。
子
曰
、
龍
徳
而
隠
者
也
。
不
易
乎
世
、
不
成
乎
名
、
遯
世
无
悶
、
不
見
是
而
无
悶
。

楽
則
行
之
、
憂
則
違
之
、
確
乎
其
不
可
抜
、
潜
龍
也
」
（
『
周
易
』
乾
卦
文
言
伝
）
（
ウ
）
「
子
曰
、

関
雎
、
楽
而
不
淫
、
哀
而
不
傷
」
（
『
論
語
』
八
佾
）
（
エ
）
「
子
曰
…
君
子
哉
蘧
伯
玉
。
邦
有
道
則

班固における処世と著作
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仕
。
邦
無
道
則
可
巻
而
懐
之
」
（
『
論
語
』
衛
霊
公
）
（
オ
）
「
子
曰
、
甯
武
子
、
邦
有
道
則
知
、
邦

無
道
則
愚
。
其
知
可
及
也
、
其
愚
不
可
及
也
」
（
『
論
語
』
公
冶
長
）　

な
お
、
（
イ
）
～
（
オ
）
の

典
故
は
、
矢
田
尚
子
「
王
逸
『
楚
辞
章
句
』
以
前
の
屈
原
評
価
」
（
『
楚
辞
「
離
騒
」
を
読
む
―
悲
劇

の
忠
臣
・
屈
原
の
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て
―
』
、
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
の
第
２
部
第
８
章
と
し

て
所
収
（
初
出
は
二
〇
一
四
）
の
注
（
13
）
～
（
16
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
５
）
底
本
で
は
「
貶
清
絜
・
狂
狷
・
景
行
之
士
」
と
作
っ
て
い
る
が
、
前
掲
矢
田
論
文
に
従
い
、

「
絜
」
字
の
う
え
に
「
清
」
字
を
補
っ
た
。

（
６
）
底
本
で
は
「
多
称
崑
崙
・
帝
閽
・
宓
妃
・
虚
無
之
語
」
と
作
っ
て
い
る
が
、
前
掲
矢
田
論
文
に

従
い
、
「
冥
婚
」
を
「
帝
閽
」
に
改
め
た
。

（
７
）
前
掲
矢
田
論
文
。

（
８
）
『
漢
書
』
の
引
用
は
、
『
漢
書
』
（
中
華
書
局
出
版
、
一
九
六
二
）
に
よ
る
。

（
９
）
た
だ
し
、
「
略
論
」
で
は
「
其
論
術
学
、
則
崇
黄
老
而
薄
五
経
、
序
貨
殖
則
軽
仁
義
而
羞
貧
窮
。

道
遊
侠
則
賤
守
節
而
貴
俗
功
。
此
其
大
敝
傷
道
、
所
以
遇
極
刑
之
咎
也
」
と
し
て
五
経
の
価
値
観
を
黄

老
思
想
よ
り
も
軽
ん
ず
る
が
ゆ
え
に
極
刑
に
遇
っ
た
と
す
る
点
な
ど
、
『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
・
賛
で
の

論
述
と
異
な
る
部
分
が
あ
る
。

（
10
）
八
木
章
好
「
「
明
哲
保
身
」
考
―
中
国
の
文
人
精
神
の
表
象
と
し
て
」
（
『
慶
應
義
塾
大
学
言

語
文
化
研
究
所
紀
要
』
45
、
二
〇
一
四
）
。
た
だ
し
、
八
木
氏
は
同
論
文
の
注
６
で
、
「
烝
民
」
篇
の

詩
意
は
仲
山
甫
が
周
王
を
輔
佐
し
た
そ
の
功
績
を
称
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
当
該
詩
句
は
全
八

章
に
及
ぶ
「
烝
民
」
篇
の
第
八
章
に
見
え
る
が
、
第
一
章
の
「
保
茲
天
子
」
、
第
三
章
の
「
王
躬
是

保
」
と
い
う
詩
句
に
お
け
る
「
保
」
字
は
い
ず
れ
も
「
保
祐
」
（
保
護
す
る
、
助
け
る
）
の
意
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
全
篇
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
「
以
保
其
身
」
の
原
義
は
「
仲
山
甫
が
王
の
身
を
助
け
る
」
の

意
で
あ
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

（
11
）
興
善
宏
「
言
と
黙
」
（
『
岩
波
講
座 

東
洋
思
想　

第
14
巻 

中
国
宗
教
思
想
２
』
、
一
九
九
〇
、

所
収
）
が
中
庸
篇
の
「
国
有
道
、
其
言
足
以
興
、
国
無
道
、
其
黙
足
以
容
」
と
い
う
文
に
つ
い
て
「
い

う
と
こ
ろ
は
、
時
勢
を
見
定
め
た
調
和
あ
る
進
退
を
指
す
」
と
す
る
の
を
参
考
に
し
た
。

（
12
）
釜
谷
武
志
「
自
己
を
語
る
賦
―
班
固
「
幽
通
賦
」
を
中
心
に
―
」
（
『
中
国
文
学
報
』
、

二
〇
一
七
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
13
）
森
三
樹
三
郎
『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』
（
創
文
社
、
一
九
七
一
）
第
十
三
章

240
頁
。

（
14
）
『
文
選
』
所
収
「
幽
通
賦
」
の
「
三
欒
同
於
一
体
兮
、
雖
移
易
而
不
忒
」
と
い
う
箇
所
に
対
す

る
、
李
善
が
引
く
応
劭
注
に
「
晋
大
夫
欒
書
、
書
子
黶
、
黶
子
盈
。
書
賢
而
覆
黶
、
黶
悪
而
害
盈
」
と

あ
り
、
曹
大
家
注
に
「
天
命
祐
善
災
悪
、
非
有
差
也
。
然
其
道
広
大
、
雖
父
子
百
葉
、
猶
若
一
体
也
」

と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。

（
15
）
前
引
の
『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
・
賛
で
は
『
左
氏
伝
』
を
、
左
丘
明
が
『
春
秋
』
に
記
さ
れ
る
記

事
の
淵
源
の
事
実
を
集
め
た
著
作
で
あ
る
と
す
る
か
ら
、
班
固
は
、
『
左
氏
伝
』
を
孔
子
の
意
思
が
反

映
さ
れ
た
著
作
と
見
て
、
実
質
上
「
経
」
と
同
様
に
扱
い
、
『
春
秋
』
と
称
し
た
の
だ
ろ
う
。

（
16
）
『
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
九
年
、
襄
公
二
十
四
年
、
文
公
六
年
～
十
三
年
。
こ
の
点
は
、
福
井

重
雅
『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
』
第
三
編
第
一
章
「
班
固
の
思
想 

上
」
第
一
節
に
指
摘
が
あ
る
。
福

井
氏
は
、
漢
堯
後
説
と
漢
火
徳
説
は
、
た
だ
『
左
伝
』
の
み
を
唯
一
の
典
拠
と
し
て
成
立
す
る
所
説
で

あ
っ
た
と
す
る
。

（
17
）
『
漢
書
』
梅
福
伝
に
よ
る
と
、
前
漢
武
帝
の
時
、
周
の
後
裔
で
あ
る
姫
嘉
を
周
子
南
君
に
封
じ

て
い
た
が
、
元
帝
期
に
周
子
南
君
は
周
承
休
侯
に
格
上
げ
さ
れ
た
。
そ
し
て
成
帝
期
に
、
梅
福
の
建
議

に
よ
り
、
孔
子
の
子
孫
が
殷
紹
嘉
侯
に
封
じ
ら
れ
た
。

（
18
）
鄭
鶴
声
『
漢
班
孟
堅
先
生
固
年
譜
』
（
商
務
印
書
館
、
一
九
八
〇
）
に
よ
る
。

（
19
）
福
井
重
雅
「
班
彪
『
後
伝
』
の
研
究
」
（
『
陸
賈
『
新
語
』
の
研
究
』
、
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
二
の
付
節
一
と
し
て
所
収
）
は
、
『
後
伝
』
は
あ
く
ま
で
も
『
史
記
』
の
続
成
を
目
標
に
撰
述

さ
れ
た
紀
伝
で
あ
っ
た
が
、
班
固
は
『
史
記
』
の
中
か
ら
漢
代
に
関
す
る
記
録
の
み
を
別
個
に
抽
出
し

て
分
類
し
、
そ
れ
を
『
後
伝
』
と
合
体
補
完
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
漢
一
代
に
の
み
限
定
し
た
独

自
の
歴
史
を
創
造
し
た
と
す
る
。

（
20
）
拙
稿
「
劉
歆
の
三
統
説
・
六
藝
観
と
そ
の
班
固
『
漢
書
』
へ
の
影
響
―
「
天
人
の
道
」
の
分
析

を
通
し
て
」
（
『
山
口
大
学
教
育
学
部
研
究
論
叢
』
67
、
二
〇
一
八
）
第
三
節
（
４
）
で
も
同
様
の
こ

と
を
述
べ
た
。

（
21
）
拙
稿
「
班
固
「
典
引
」
「
両
都
賦
」
の
天
人
論
の
特
色
」
（
『
山
口
大
学
教
育
学
部
研
究
論

叢
』
68
、
二
〇
一
九
）
参
照
。

南部　英彦
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